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序　　　　　文

1973年の世界的穀物不作を契機として、我が国では、穀物、特に大豆の供給先の多角化の必要

性が高まりました。他方、ブラジル連邦共和国においても穀物増産の気運が高まり、強酸性土壌

で耕作には向かないとされてきたブラジル中央部に広がるセラード地域の農業開発が強く望まれ

ました。我が国は、このセラード地域の開発に官民あい携えて協力することとし、1974年のブラ

ジル政府との共同声明に基づいて、1979年９月から日伯セラード農業開発協力事業（プロデセー

ル）を開始するにいたりました。

これまでにＪＩＣＡは、1979年から 1983年までセラード南部のミナスジェライス州において第

Ⅰ期試験的事業を、1985年から 1991年まで中部地区のマットグロッソ州及びバイア州において第

Ⅱ期試験的事業を、それぞれ６万 haの規模で実施しました。この間、セラード地域の中・南部に

大規模に農業が展開され、また、ＯＥＣＦからの有償資金による、いわゆる本格事業も実施され

ました。

この結果、セラード地帯に大規模な農業地帯が創設され、耕地面積では 1,000万 ha、生産につ

いてはブラジルの全生産量のなかで、大豆 46％、トウモロコシ 26％を占めるにいたっています。

また、輸出向けを含めた輸送システムも確立され、搾油業が発展し、その粕を使っての養鶏・養

豚が、またそのための飼料穀物生産が拡大するなど、大豆を中心とした安定的な一大農業地域の

形成が見られ、この事業は、世界的に高い評価を受けるにいたっています。なお、ブラジルから

我が国への大豆輸出量は、過去 20年間で 10倍に増加しています。

現在実施中の第Ⅲ期試験的事業は、セラード北部地域のトカンチンス州ペドロ・アフォンソ事

業地及びマラニヨン州バルサス事業地において、1995年に５年間の予定で開始され、2000年３月

に終了する予定です。現在まで、入植面積（各２万ha）及び入植農家戸数（各40戸）については、計

画どおりとなっています。しかし、ペドロ・アフォンソ事業地ではブラジル側の入植地選定が遅

れたため事業開始が１年遅れたほか、両事業地の水利施設などのインフラ整備の遅れ、ブラジル

のマクロ経済政策に起因する高金利問題の影響などから、事業の実施に遅延が生じており、融資

実行額は承諾額の約８割にとどまっています。

このような状況のなかで、当事業団は、上記の問題についてブラジル側関係機関と協議し、諸

問題の早期解決を強く働きかけるとともに、貸付実行の延長問題などについて関係者とともに検

討するため、平成 11年 12月５日から 12月 17日まで、国際協力事業団農林水産開発調査部農林業

投融資課の高畑恒雄課長を団長として本調査団を派遣し、その結果を取りまとめました。

最後に、本調査にご協力頂いた関係各位に心より感謝申し上げる次第です。

平成 12年３月

国際協力事業団

理 事 　 後 藤 　 洋
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第１章　調査の概要

１－１　調査の背景、目的

第Ⅲ期試験的事業は、1994年３月にＬ／Ａが締結されて、1995年に第１回の貸付実行が行われ

た。Ｌ／Ａ上は、2000年３月に貸付実行が終了し、2000年８月にはブラジル政府からＪＩＣＡに

償還が開始される予定である。現在まで、計画どおり２事業地（マラニヨン州バルサス事業地及び

トカンチンス州ペドロ・アフォンソ事業地）において、各 40戸の農家が入植し各２万 haの農地が

開墾された。これまでのＪＩＣＡからの融資額は、計画額の 84.7％に相当する 60億 5,662万円に

のぼっている。

このうちマラニヨン州バルサス事業地は、事業開始後５年目を迎え、各入植農家は経営基盤を

ほぼ確立したといえる。しかし、40戸のうち 15戸の農家は、セントラル・ピボットから小規模な

散水施設に計画変更を行ったものの、共同用水路の建設が遅れているため、散水施設の設置がで

きていない。

また、トカンチンス州ペドロ・アフォンソ事業地については、ブラジル側の措置の遅れのため

に入植が１年遅延したうえ、ブラジル政府負担による灌漑用共同用水路建設の遅れなどが原因し、

事業の進捗に遅れが生じている。さらに、当初計画で４回受けられる生産費融資が1998年には行

われず、１回未融資となっている。このため、入植農家の経営安定がみるところまでいたってい

ない。また、両事業地とも農協関連施設が未実施（アグロインダストリー関係）であるほか、州政

府負担による道路、電化などのインフラ整備も遅れている。このように、事業の進捗に遅れが生

じていることに伴い、貸付実行が遅れている。

一方、ブラジル側の政策融資は、ブラジル側農政、財政、金融政策全体のなかで条件が決めら

れることとなっており、ブラジルの経済情勢を反映して、相当の金利高となっている。このため、

第Ⅱ期試験事業の入植農家は累積債務の問題を抱えており、第Ⅲ期試験事業の入植農家の債務も

既に相当な額になっている。

また、ＣＡＭＰＯ社は主要財源として、事業参加者の債務残高の１％をブラジル農務省から事

業監督手数料として交付され、それをもって、プロデセール事業の推進の任を果たすこととなっ

ているが、この支払いが遅れ気味で、かつ減額を受けるなどの状況から、諸税金及び社会福利費

の支払いが遅延し、延滞利子税を課されるほど、資金不足になっている。ＣＡＭＰＯ社は、元来、

プロデセール事業に関する収入減については、他の事業展開（例えば農場経営、コンサルティング

事業）で補っていくこととしていたが、そのような方向への展開が十分でなく経営の合理化が迫ら

れている。

このような状況の下、ＪＩＣＡは、以下を調査することを目的として、平成11年 12月５日から

12月 17日まで本調査団を派遣し、現地調査及び関係機関との協議を行った。



- 2 -

・事業の進捗状況と今後の事業計画

・融資の進捗状況と今後の融資計画

・ＣＡＭＰＯ社の経営状況と合理化策

・債務救済策の内容とその効果

・事業の延長の可能性

・ブラジル側負担のインフラ整備の進捗状況

１－２　調査団員

総　　括 高畑　恒雄 ＪＩＣＡ農林水産開発調査部農林業投融資課課長

Team Leader Tsuneo Takahata Director, Financial Cooperation Division, Agriculture,

Forestry and Fisheries Development Study Department, Japan

International Cooperation Agency（ＪＩＣＡ）

協力政策 上野　榮作 外務省経済協力局開発協力課開発投融資班長

Cooperation Policy Eisaku Ueno Deputy Director, Development Cooperation Division, Economic

Cooperation Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs

（ＭＯＦＡ）

協力企画 鈴木　由紀夫 農林水産省経済局国際協力計画課課長補佐

Cooperation planning Yukio Suzuki Deputy Director, International Cooperation Planning

Division, International Affairs Department, Ministry of

Agriculture, Forestry and Fisheries（ＭＡＦＦ）

融資計画 助川　正文 ＪＩＣＡ農林水産開発調査部農林業投融資課投融資技術相談員

Financial Planning Masabumi Sukegawa Advisor of Financing Technique, Financial Cooperation

Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Development

Study Department

Japan International Cooperation Agency（ＪＩＣＡ）

業務調整 清水　勉　 ＪＩＣＡ農林水産開発調査部農林業投融資課

Coordinator Tsutomu  Shimizu Staff, Financial Cooperation Division, Agriculture,

Forestry and Fisheries Development Study Department

Japan International Cooperation Agency（ＪＩＣＡ）
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１－３　調査日程

月日 行程・内容 宿泊地

12/５（日） 18:50：成田発（JL-048）　ニューヨーク経由 （機内）

12/６（月） 07:15：サンパウロ着 ブラジリア

09:56：サンパウロ発（TR-105）

11:23：ブラジリア着

14:30：ＪＩＣＡ事務所と打合せ

15:30：ＪＩＣＡ専門家と打合わせ、川名書記官同席

12/７（火） 08:30：ＣＡＭＰＯ社と打合せ パルマス

11:00：大使館表敬（外務省中南米第一課小室事務官同行）

16:00：ブラジリア発

17:45：パルマス着

12/８（水） 11:00：トカンチンス州知事表敬訪問 ペドロ・

14:00：パルマス発 アフォンソ

14:25：ペドロ・アフォンソ着

15:00：ＣＡＭＰＯ社現地事務所と打合せ

15:30：現地調査（第Ⅲ期事業地）

12/９（木） 08:00：現地調査（第Ⅲ期事業地） バルサス

14:00：ペドロ・アフォンソ発

14:40：バルサス着

マラニヨン州政府代表者及び郡代表者と打合せ

12/10（金） 08:00：バルサス発 バルサス

08:25：ジェバウ着　事業地視察（第Ⅲ期事業地）

17:00：ジェバウ発

17:25：バルサス着

12/11（土） 08:00：バルサス発 ブラジリア

09:25：オウロ・ウェルデ事業地着（第Ⅱ期事業地視察）

13:30：オウロ・ウェルデ事業地発

14:00：ミモゾ・ド・オエステ市着（搾油会社視察）

17:00：ミモゾ・ド・オエステ市発

18:20：ブラジリア着

12/12（日） 資料整理 〃

12/13（月） 09:00：合同会議（農務省、大蔵省、ＣＡＭＰＯ社、大使館、ＪＩＣＡ事務所、調査団） 〃

14:30：ブラジル銀行と打合せ

12/14（火） 09:00：農務省時間表敬訪問 〃

15:00：地方統合省水資源局と打合せ

12/15（水） 09:00：ＪＩＣＡ事務所打合せ （機内）

16:00：大使館報告

19:12：ブラジリア発（RG-267）

20:45：サンパウロ着

12/16（木） 01:05：サンパウロ発（JL-047）　ニューヨーク経由 （機内）

12/17（金） 13:30：成田着
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１－４　主要面談者リスト

ブラジル農務省 農務次官

次官官房室長

ヒカルド補佐官

エンリッケＰＰＡ担当官

本郷専門家

ブラジル大蔵省国庫局 ２名

国内統合省水利インフラ局 カステロ・ブランコ部長ほか１名

トカンチンス州 カンポス知事

マラニヨン州 カブラル地域局長

ＣＡＭＰＯ社 エミリアーノ社長

筒井副社長

アルバロ技術部長

秋本財務本部長

グスタボ補佐

安永補佐

石田専門家

清水専門家

ブラジル銀行 ヒカルド・コンセイソン理事

ロベルト・トレス農業融資担当部長

東北ブラジル銀行 バルサス支店職員

ジェバウ事業地駐在員

在ブラジル日本大使館 三輪公使

川名一等書記官
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日伯農業開発協力株式会社（JADECO） 永井専務

外務省中南米局中南米第一課 小室事務官

ＪＩＣＡ事務所 蓮見所長

吉田所員

井上職員

１－５　調査結果の要約

１－５－１　現地調査結果

（1）現状

両事業地とも入植者の生産意欲も旺盛であり、生産性は年々向上している。不耕起栽培

の面積も広がっており、今後ますます生産拠点として興隆していくことが予見されるとと

もに、既に本事業地周辺地区への農地拡大や技術普及など波及効果が認められた。また、環

境配慮のための保留地はよく保全されている。

（2）問題点

1） 共同用水路の建設の遅れ

ペドロ・アフォンソ事業地では、ピボ式散水装置の導入は２戸だけであり、ほかのほ

とんどの入植者は不安定な営農を強いられている。ジェバウ事業地でも一部入植者はピ

ボ灌漑に代わる永年作物栽培用スプリンクラーの設置が行えず、収益性の向上・安定に

不安が残っている。

2） 生産費融資の遅れ

ペドロ・アフォンソ事業地を担当するブラジル銀行は、日伯関係者からの再三の申し

入れによってようやく12戸への融資を承諾した。また、残りの入植者への融資も検討中

の状況にある。プロデセール融資を借りられない農家は、穀物メジャーから高い金利の

青田買い資金を得て、この作期の播種を開始していた。

3） マラニョン州での電化・道路建設

電化はある程度進みつつあるが、入植地までの60km区間についてはいつ完成するか見

通しが立っていない（電柱のみ設置済み）。バルサス市からジェバウ（入植地）まで 200km
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道路区間については、舗装の予定はない。ただし、毎年補修を行っている（果樹の生産が

本格化した場合、舗装されていないと品質上不利となる）。

4） 重債務問題

入植者は既に推定平均 120万レアルほどの負債を抱えており、仮に共同用水路が完成

してもピボ設置経費の融資が受けられる状況にはない。

中銀決議第2666号がプロデセール事業にも適用されることになった点については、高

く評価できるものの、現実的に負債額の10.37％相当の国債購入資金を手当できる入植者

はいないと考えられる。また、仮に調達できるにせよ、応募期限が２月末では、収穫が

終わっていないために資金を準備できる者はいないと考えられる。

5） ＣＡＭＰＯ社の経営問題

昨年から大胆な経営改善を行った点は評価できるが、融資監督手数料収入が、同社の

基本的な財源であることに変わりなく、いぜんとして苦しい経営状況にある。南米銀行

からの 150万レアルの借入れは既に債務不履行に陥っており、強制執行が行われる可能

性もある模様。そのほかに、社会保険料、源泉所得税などの未納金が 560万レアルに及

び、その月々の延滞金は５万レアルといわれている。これを回避するためには、早急に

監督手数料の交付を受ける必要がある。

また、仮に2666号に全農家が応募した場合、債務残高がなくなり、監督手数料として

は、受け取れなくなる。これについて、筒井副社長によれば、ポストプロデセールの展

望が有れば、農務省として何らかの方策を考えるであろうとのことであった。

6） 延長について

現地調査中を通じ、各農家・農協から延長がなければ営農に支障を来すとして切実な

る要望があった。

7） 救済措置について

農家はこれらの中央での動きについてあまり情報をもっておらず、農務省ないしＣＡ

ＭＰＯ社が積極的な情報提供及び解説を行うべきであろう。

１－５－２　中央での調査結果

（1）債務救済について

銀行側は国債購入資金への融資には否定的。融資資金の調達が困難であり、プロデセー
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ル資金からの融資が望ましいとの見解が述べられた。農務次官からも、「現地においてイン

フラ整備などが遅れていることは事実であるが、膨大に膨らんだ入植者の債務救済こそが

緊急かつ重要な問題である。」との表明があり、この救済措置が不十分であるとの認識を

もっていることが確認された。これについて、さらに大蔵省・銀行と協議を継続するとし

ていた。

（2）延長問題

農務次官からは延長要請を行うか否か、大蔵省も含めて検討中であることが述べられた。

これについて、調査団とともに現地調査を行った農務省担当課長からは、現在の農業生産

の順調な伸びをみるならば、債務が増えることを差し引いてもピボセントラル設置経費な

どに更なる投資をする意義は大きく、そのためにも１年の延長は必要であるとの意見が述

べられた。

１－５－３　今後の検討事項

（1）延長手続き

農務次官からの延長要請はなかったが、可能性が大でありあらかじめ日本側でも可能性

を検討しておくことが適当。

また、いつまでに延長要請があれば対応可能であるかについても、検討する。

（2）国債購入経費へのプロデセール資金使用の可否

正式な検討以来があったわけではないが、ブラジル内で検討する見込みの由であり、日

本側でも事前に検討することが適当。

（3）融資期間の延長の可否

国債の償還期間が20年間であるのに対し、ＪＩＣＡ融資の償還が15年である差異につい

て、ブラジル側でその妥当性が検討されている由であり、日本側としてもあらかじめ検討

しておくことが適当。

１－５－４　団長所感

（1）大使館の意向

基本的に幕を引く方向ではあるものの、軟着陸を行うための方策としての１年の延長で

あれば、同意するものと感じられた。
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（2）延長要請について

延長の申し入れが行われるとの担当官の耳打ちを受けて次官表敬に望んだが、「要請を検

討中」との談話にとどまった。これについて後刻漏れ聞いたところでは、筋書きとしては延

長要請を行うこととなっていたが、直前になり検討中にとどめることとなった由。

（3）今次調査団派遣結果

ブラジル側各機関、各員とも改めて本件に係る日本側の取り組みの真剣さを感じるとと

もに、入植者の現状の厳しさ、残された時間があまりないことを実感できた模様。次官に

しても、正式要請こそ口にしなかったものの、こちらの指摘したインフラの遅れなどにつ

いては、会談終了後直ちに両州知事や関係省庁大臣などに自ら電話をし、速やかな対応を

依頼したことからも本件への認識が高まったことがうかがえる。

（4）ブラジル側の取り組み

1） 現地州政府は、知事が直接調査団に共同用水路建設を言明するなど、積極的であった。

2） 農務省も担当課長を現地調査に同行させて、入植者の意見を吸い上げる努力を払った。

そのため、ブラジリアでの合同会議・農務次官との会談が効率的でかみ合うものとなっ

た。次官も、多忙であるといいながらも、本事業の問題点を的確にとらえており、短期

間に効率的に意見交換が行えた。

3） ジェバウ入植地の融資代行機関である東北ブラジル銀行は、職員を入植地に常駐させ

ており、各戸の営農状況をみながら適切な融資を行っているように見受けられた。

4） ＣＡＭＰＯ社の現地所長並びに技師は質が高く、調査団の質問に的確に答えており、

事業へ深く関与していることがうかがえた。農家との会話も、みる限り円滑であり、良

い関係を築いている。

（5）次期調査団の派遣にあたり

延長するかしないかは基本的にブラジル側の問題であるが、仮に延長する場合は、日本

側にもそれなりの時間が必要である。しかし、ブラジル側のペースを考慮すると、延長要

請や、ブラジル側の検討事項の進捗ははかばかしくないことが予想され、今後も継続して

先方への要否の意思表明について働きかけをする必要性が感じられた。

いずれにせよ、明年３月までの限られた時間のなかで、積み残し事業（インフラ整備な
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ど）を最大限実施することが望ましく、事務所・専門家による働きかけに加えて「東京から

わざわざ人間が来て働きかける。」ということの先方への圧力は引き続き必要と感じられた。
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第２章　調査結果

２－１　事業の進捗状況と今後の事業計画

２－１－１　第Ⅱ期事業の成果

第Ⅱ期事業（バイア州のオウロ・ベルデ事業地：農家数 48戸、１万 6,404ha）が拠点となり周

辺地域に穀物生産が波及し一大穀倉地帯を形成。事業地に流通施設（セバウ、カーギル、サンチ

スタのカントリーエレベータ）や近くに搾油工場（セバウ、サンチスタ）が建設され、バヘイラ

ス市の発展（1992年人口５万7,000人→ 1997年 12万人と５年間で倍増）につながり地域開発効果

が著しい。入植農家の買い増しなど農地の流動はあるものの全事業地で現在大豆、綿花を中心

に生産を継続。セバウの搾油工場のあるミモゾ・ド・オエステ市は、以前は小さな集落であっ

たのがプロデセール事業以後は町に発展した。

＜農地の流動＞

事業地農家 48戸のうち 35戸が新たな入植農家であったが、このうち 15戸が退耕し 20戸

が残っている。退耕者の農地は他の事業地農家が購入し面積を増やしている。事業地のど

のロッテも耕作されており放棄された農地はない。最近は綿花の収益性が良いため綿花の

作付けが増え、土地の値段も上がっている（３年前に比較すると 50％上昇とのこと）。

＜加工・流通＞

セバウの搾油工場は 1992年にスタートし生産能力は 3,800ｔ／日。2002年に 5,000ｔ／

日に拡張する。過去３年間年率10～ 15％で増加。生産された大豆油、大豆粕は国内及び輸

出（アジア、ヨーロッパ中心）。

なお、農協のサイロは、農協が解散したためフォルタレーザ銀行が差し押さえ、競売に

より現在はカーギルの所有となっている。

２－１－２　第Ⅲ期事業：トカンチンス州のペドロ・アフォンソ事業地

（1）概況

1） 近くに幹線道路（ベレン～ブラジリア間）があり、将来河川輸送も予定（サイロから150

ｍ離れたところにトカンチンス河があり２年後に運搬船への積み込み施設を建設予定）さ

れ、事業地に隣接してペドロ・アフォンソ市が存在するなど事業地の立地条件・流通環

境はマラニョン州事業地に比べ恵まれている。

＜鉄道・河川輸送の進展＞

インペラトリス～エスレイト間（130km）の南北鉄道が本年敷設されたため、2000

年の収穫期から、この間をトラック輸送から鉄道輸送に替える予定。また2001年の
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し、数戸の農家が返済できなかったことから 1998/1999農年度の生産費について全農

家（40戸）への融資を行わなかった。1999/2000農年度の生産費融資（1999年 11月～

12月の作付け）については、12戸の農家への融資を承認し、19戸についてはリスケ

を行いつつ検討中（当面カーギルの青田売り融資で対応しプロデセール融資が可能

となった場合は借り換え予定）。10戸については融資代行銀行からの融資が見込め

ずセバウからの青田売り融資。

4） 州の予算（連邦政府が９割負担）で建設する予定の３箇所のピボ灌漑用共同用水路が未

完成。①パラナイバ地区（10戸）は掘削とライニングが完了しているが修復が必要。②サ

ンタフェ地区（13 戸）は掘削が完了しているがライニングが 600 ｍ未実施。③フォルタ

レーザ地区（14戸）は測量のみ実施。ポンプ・河川から共同用水路間の送水管は３箇所と

も未設置。

＜トカンチンス州知事の説明＞

建設途中である共同用水路について、調査団訪問時にトカンチンス州のシケラ・

カンポス知事は、「メンツにかけてもやり遂げる」との力強い発言があった。最近の

知事の発言は腰が引けた感じが強かったとのことであるが、それに比べると心強い

発言であった。

＜国内統合省＞

９割を負担（州政府は１割負担）する連邦政府の国内統合省を訪問したところ、当

面 84万レアル（1998年度の繰越し）と75万レアル（1999年度予算）が計上されている

が支出の見とおしは定かでない。政治的な力がないと動かないとの話であった。国

内統合省との会議に同席した農務省次官補佐官が早速この話を農務次官に伝えたと

ころ、即座に国内統合省の大臣に電話し 12月に 84万レアル（84万＋ 75万が支出さ

れる可能性もあるとのこと）支出されることとなった模様。ただし上記の金額でも

３箇所の共同用水路が使えるようにならないので（上記の 84万のほかに 398万レア

ルが必要とのこと）、さらに政治的な圧力が必要である。

（2）問題点

1） ピボ用灌漑共同用水路建設の遅れ

2） 融資代行機関であるブラジル銀行の貸し渋り（生産費融資など）

3） 前組合であるコーペルサンの解散（カントリーエレベータがブラジル銀行の担保と

なっているため競売となる可能性が高い）。
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（3）2000年３月までに完了できない事業

1） 州及び連邦政府予算で建設する３箇所の共同用水路が未完成。このため大部分の農家

（40戸中 37農家）のセンターピボットの設置

2） 灌漑熱帯果樹栽培（400haの共同団地でピボ及びミニスプリンクラーによるココヤシ、

レモン、パパイヤ、ププーニャ椰子の栽培）の実施

3） 果実の選別・梱包・加工施設

4） 生産費融資全４回のうち１回分の実施

２－１－３　第Ⅲ期事業：マラニョン州のジェバウ事業地

（1）概況

1） 立地条件や流通インフラからみるとトカンチンス州の事業地に比べ不利な条件。例え

ば最も近い町のバルサス市まで 200kmと遠く、生産物のトラック輸送において事業地～

バルサス市が悪路で時間がかかり、さらに今後開始されるバナナなどの果実輸送におい

ては荷傷みが懸念される。また州政府が整備する計画の電力はまだ途中までしかきてお

らず、今後の整備計画は不明確。しかし事業地はＣＡＭＰＯ支所、農協、農家が一体と

なり事業を推進するとともに融資代行機関の東北ブラジル銀行は、事業地の将来性を評

価しプロデセール融資を順調に進めているため、ペドロ・アフォンソ事業地に比べ事業

は比較的順調に進捗している。

＜果実輸送＞

バナナなどの青果については、サンルイスなど東北ブラジルの州都にトラックで

輸送することを計画している（バルサス経由）。今回の事業地調査時にもサンルイス

の仲買業者がバナナの栽培状況を視察に来ていた。輸送道路の状態が悪い場合は、

包装などを工夫する必要があるとのこと。

＜道路の整備計画＞

大豆環状線の整備計画があり、これが実施されれば事業地～バルサス間は舗装さ

れるが、現段階では未定。ただし毎年のメンテナンスは毎年州政府が実施している。

舗装の計画が未定のため当面メンテナンスの回数を増やすことが必要と考える。

＜電力整備＞

電柱の設置工事は終わっているものの、途中の変電所までの電力は 2000年２月に

来るが、その先の事業地までの計画が不明確。現在はピボ用の電力及び家庭用の電

力は自家発電しており、経費面で不利。

＜パイロット事業としての評価＞

当事業地は、東北ブラジルでの大豆生産のパイロット事業として評価されており、
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ブラジル最大の農業雑誌（発行部数約20万部）の「グローボ・ルラル」の1999年 12月

号に紹介されている。これによると、バルサス地域の大豆生産は過去10年間におい

て栽培面積で８倍、生産量で 14倍に増大。大豆増産の影響でバルサス郡の経済は年

23～ 24％の勢いで伸び、人口は年 2.4％の増加をしている。

2） 生産は順調で生産性は高まっている。ピボ設置農家（26戸）の一部でミニ・スプリンク

ラーによる（ピボ用ポンプを利用）バナナなど灌漑果樹栽培を実施し東北ブラジルの市場

に出荷する予定。

＜バナナ栽培＞

現在19戸にミニ・スプリンクラーが整備され、そのうちの８戸で現在バナナを栽

培している。サンルイスの仲買人の話によると事業地のバナナは質が良いとのこと

（品種はプラッタナンでＣＡＭＰＯ社の組織培養苗）。バナナは年間を通じて栽培で

き、栽培技術により収穫時期を調節できるため端境期をねらった出荷、労働力の平

準化が可能。

3） 1999/2000農年度の作付けは、連日の雨で遅れている。陸稲とトウモロコシは播種がほ

とんど終了したが、大豆は始まったところ。22の農家のプロデセール資金による生産費

融資が契約され９農家については東北ブラジル銀行で検討中。

（2）問題点

1） 出荷に利用している道路（事業地～バルサスまでの 200km）の状態が悪い。

2） 電力が事業地までいまだ来ていない。

3） 州及び連邦政府予算で建設予定の果樹栽培のためのミニ・スプリンクラー用共同用水

路（ピボなし農家 15戸用）の建設が未実施。連邦政府には予算として総経費 72万レアル

のうち 50万レアルが今年の予算に計上されているとのことであるが、いまだ支出が確認

されていない。支出が遅れるようであればプロデセール融資により実施し、予算が支出

された段階で振り替えることを現地では計画している）。

（3）2000年３月までに完了できない事業

1） ピボなし 15農家の灌漑熱帯果樹栽培（一農家当たり：パイナップル 22ha＋パッション

フルーツ３ ha計 25ha、合計：25ha× 15戸＝ 375ha）の実施。

2） 果実の選別・梱包・加工（ジュース）施設。
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合、マラニョン州事業地のピボあり農家と同様にトカンチンス州事業地の農家も金利６～

８％でも支払い可能との試算となる。

データは次のとおり。

表－２　トカンチンス州事業地のピボなし農家がピボを導入した場合の経営試算

（単位：レアル）

農家経営データ 国債方式試算

無灌漑 左の面積調整 ピボ 合計 ６～８％金利

作付面積（ha） 480 430 125 555 金利50万以下 30,000

農業粗収入 296,670 265,767 136,666 402,433 金利100万以下 35,000

直接生産費 144,232 129,208 129,208 金利100万超 52,936

生産費融資金利 65,001 58,230 58,230 金利合計 117,936

生産費計 209,233 187,438 90,034 277,472

農業所得 87,437 78,329 46,632 124,961

家計費 11,250 11,250 11,250

農家経済余剰 76,187 67,079 46,632 113,711 農家経済余剰 128,493

資金余剰額 10,557

債務額合計 1,497,436 164,268 1,661,704

注）債務額及び農家経済余剰は1999年２月時点に補正。

表－３　中銀令第 2666号による救済効果試算（金利６～８％）

（単位：レアル）

マ州・ピボ マ州・無 ト州・無 ト州・ピボ

金利合計 130,168 127,977 104,795 117,936

農家経済余剰 160,955 118,345 85,768 128,493

資金余剰額 30,787 -9,632 -19,027 10,557

２－１－５　灌漑熱帯果樹栽培の収益性について

＊ピボをミニ・スプリンクラーによる熱帯果樹栽培に

変更した農家の果樹栽培投資の妥当性を割引現在価

値（ＮＰＶ）法により大豆無灌漑栽培比較したもの。

＊1998年11月の清水専門家の計算結果を一部変更（面

積を最近の計画面積に合わせた）した。

＊分析対象期間は20年間、割引率は農家の実質支払い

利子率とし10％で計算。

表－４　ジェバウ事業地の灌漑熱帯果樹栽培

作　目 作付面積（ha） ＮＰＶ（レアル）

大　豆 65 67,785

パイナップル 22 866,602

パッションフルーツ 3 10,189

果樹計 25 876,791

大　豆 40 41,712

合　計 65 918,503
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ＮＰＶの値は、果樹栽培を導入した方が大豆の無灌漑栽培に比べて著しく大きく、この分析

からみると果樹への投資は、大豆の無灌漑栽培に比べて収益性がかなり大きいといえる。

２－１－６　中銀令第 2666号による債務救済について

高金利政策や農業保護政策の削減による債務問題に対応するためには、収益の増加だけで対

応するのは限界がありブラジル政府による債務救済が欠かせない。1999年 11月に出された中銀

令第 2666号は、農家がブラジル政府から国債を購入することにより元本の支払いが免除される

債務救済方式であり、1998年２月に出された中銀令第2471号を改善したものである。改善点と

しては、①農家が債務残高に対し20年間支払う金利を２ポイント低下、②適用債務を、1995年

６月 20にまでに融資契約を結んだものから 1997年 12月 31日までに融資契約を結んだものまで

広げたため、第Ⅲ期事業の多くの固定・半固定資産も救済対象、③農家の支払期限未到来分も

対象、④国債購入額（債務残高の 10.37％）への融資が可能などがあげられる。債券発行による

債務救済方式は、1980年代後半～ 1990年代前半の中南米諸国の対外債務を救済するために実施

された方法の一つであり、これの農家救済版として編みだされたものといえる。

現行の償還方式や日本での債務救済方法として一般的な借り換え方式との比較し、償還額の

推移をグラフで示した（１年目に国債購入額と同額の借換資金の融資を受けたことが前提）。こ

れを見ると、国債方式は農家が国債を購入することにより元本返済が免除されることから、基

本的に農家にとっては有利な方式といえ、当面これを可能な限り多くの農家が適用できるよう

にすべきと考える。

実際に第Ⅲ期事業の入植農民の適用可能性（支払可能性）については、現在清水専門家の指導

の下ＣＡＭＰＯ社が調査している。なお、サンプル農家による第一報（1999年 11月）によると、

現行の条件ではピボを持つ経営の良い農家くらいしか救済できないとの結果が出されている（国

債購入額は考慮せず）。仮に試験事業期間を延長したとしても、救済措置が適用されていなけれ

ば、特にペドロ・アフォンソ事業地においては、融資代行機関のブラジル銀行は貸し渋ること

が明らかなので、国債方式による救済措置の適用が本事業の推進にとって重要と考える。
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ることができたと思われる。

（4）残された事業は、ペドロ・アフォンソ事業地では大部分の農家のピボの導入及び灌漑果

樹栽培・果実の加工。ジェバウ事業地ではピボをあきらめた農家 15戸の灌漑果樹栽培と果

実の加工。両事業地とも高金利下のためいかに収益をあげるかを農家・農協・ＣＡＭＰＯ

社が研究し、市場調査も行い、灌漑熱帯果樹栽培を始めることとした。今後事業を進める

ためには、国債方式による債務救済策である中銀令第2666号をできるだけ多くの農家に適

用できるようにするとともに、営農面では事業の多角化を図り収益をあげるための残され

た事業を進め、収益性をあげることが重要と考える。

（5）トカンチンス州事業地の共同用水路については、シケラ・カンポス・トカンチンス州知

事の「やり遂げる」という発言があったものの短期間のうちに３箇所を完成することには困

難性があると思われる（進捗は政治的圧力による要素が大きいので予測は難しい）。この場

合には灌漑熱帯果樹栽培だけでも進めることが重要と思料。

２－２　融資の進捗状況と今後の融資計画

（1）ＪＩＣＡからブラジル政府への融資額

表－５のとおり、ＪＩＣＡからブラジル政府に対する融資額は、1995年３月 28日の第１回

貸付実行から、1999年 10月 27日の第 12回目まで、累計で約 60億 5,663万円に達している。

これは、貸付限度額（71億 5,400万円）の 84.67％に相当する（ドルベースでは、91.79％）。一

方、第 12回目の貸し付け申請の際、ブラジル側から提出された必要資金の算出根拠は以下の

とおりである。

総事業費 Ｒ＄12,397,311.11

うち融資対象分 総事業費の90％ Ｒ＄11,157,580.00

日本側負担分 総事業費の60％ Ｒ＄7,438,386.66

ブラジル大蔵省滞留資金 （1999年７月19日現在） Ｒ＄3,126,751.33

日本側への申請額 日本側負担分－滞留資金 Ｒ＄4,311,635.33

ＪＩＣＡへの申請額 日本側への申請額の80％ Ｒ＄3,499,308.26

1999年７月 19日現在で、ブラジル大蔵省の PRODESER（Ⅲ）特別勘定にＲ＄312万 6,751.33の

資金が滞留しているが、これは、第11回貸付申請の際、支出を予定していた、生産費融資の

大部分と精米・フェジョン処理施設の全部が、実行できなかったことによる。
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（2） 融資実績と今後の事業計画

入植農家への貸し付け決定額は、1999年９月 30日時点で、累計Ｒ＄9,973万 9,313となって

いる。これまでの支出項目別の融資実績、融資計画、事業計画及び組合施設の実施状況につ

いては、両事業地について、表－６から表－ 11のとおりである。
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２－３　ＣＡＭＰＯ社の経営状況

（1）現在の概況

1） 社長：エミリアノ、副社長：筒井茂樹

2） 総資産：2,152万 8,000Ｒ＄（約12億円） 1999年10月現在

売上高： 910万 3,000Ｒ＄（約５億円） 1999年１月から 10月まで

3） 役員職員数：133名

　　プロデセール事業部：12名

　　BIOTEC ：42名

　　BIOFABRICA ：25名

　　コンサル部 ：16名　など

4） 監査：大蔵省監査局が年１回監査している。

　　　CASTRO会計事務所が監査している。

（2）財務の状況（1999年 10月現在、単位：1,000Ｒ＄）

資産：コロマンデール農場：9,248

コーペルサン組合への貸付金は、当初1,723あり、現在936あるが、回収できないの

で全額、貸倒償却する。

CDAC出資金は、666だが、実質上倒産している。清算するまでは償却しない。

負債：未払い税金：2,185

銀行借入金：1,418

未払い社会保険費：626

分割払い分社会保険料：2,877

未納税合計：5,688（約３億円）

（3）現在の状況

・ＣＡＭＰＯ社は、南米銀行から約 150万Ｒ＄（12月残）の借入金があり、1999年７月に債務

の不履行が生じている。

・ブラジル中央銀行の規定により、債務不履行が生じると、銀行は強制執行の義務が生じる。

（本来は、60日以内）

・南米銀行との話し合いで次のように、定めた。

「1999年 12月末、南米銀行がコロマンデール農場への担保の強制執行を行うが、和解によ

り強制執行を取りやめ、返済を 2000年６月まで延期する」
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（4）農務省が監督手数料を支払わない理由

1） 政府は、補助金節約令を出しており、補助金の 50％をカットする方針である。

2） ブラジル東北地区での汚職事件があり、その事件にＣＡＭＰＯ社が関係しているのでは

ないかという疑いを農務省次官がもっている。

（5）中銀決議第2666号が適用され農家の債務がなくなると、ＣＡＭＰＯ社への監督手数料の支

払の名目がなくなる。監督手数料の本質は、PRODECER事業推進のための補助金である。

（6）2000年２月 14日に諮問委員会を開き、今後の方針を決定する。
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２－４　債務救済策

ブラジル政府より、これまでの一連の債務救済策の延長として、従来の「国債方式」を改善した

累積債務救済策である 2666号が本年 11月 11日付で交付された。

（1）中銀決議第 2666号（以下「2666号」という。）の主な概要

1） 本件救済措置の対象にプロデセール事業を含める。

2） 国債購入資金（債務額の 10.37％）を銀行が農家に対し融資を行うことを認める。（ただ

し、融資の可否はあくまで銀行の判断による。中銀決議第 2471号（以下「2471号」という。）

では、国債購入資金は自己資金で手当てすることとされていた。）

3） 農家が銀行に対し毎年支払う金利について、銀行は２％分まで減額を行うことができる。

（2471号では、支払金利が８～ 10％であったが、これにより６～８％によることも可能と

なった。また、それ以下の適用も可能。）

4） 2666号の対象債務を1997年 12月 31日までに融資契約を締結したものとする。（2471号に

おいては、対象債務は 1995年６月20日までに融資契約をしたものと限定されていたが、今

回はその対象期間が延長された。対象債務が、1997年 12月 31日まで延長されたことで、プ

ロデセール第Ⅲ期事業の固定資産債務のほとんどが救済の対象となることとなった。）

5） 中銀決議第2579号第２条は無効とする。（2471号のプロデセールへの適用については、従

来、中銀決議第 2579号によって「プロデセール第Ⅱ期事業の約定日到来分のみについて救

済措置を適用」という部分的用となっていたが、これにより第Ⅱ期事業も国債スキームによ

る救済措置が完全適用されることとなった。）

（2）ＣＡＭＰＯ社による 2666号についてのシミュレーション結果

1） 第Ⅱ期事業

銀行は国債を担保として受け、「旧担保（土地、施設、農業機械など）」を一度解除し、新

たに「国債金利分の担保」として券面額の50％相当の担保を徴求する。この50％を上回る旧

担保資産は新たな担保から外されることから、入植農家は新たな生産費融資を受けること

ができる可能性がある。しかし、各入植農家の資産評価の結果、ほとんどの入植農家にお

ける総資産による担保は債務の 50％以下であり、新たな生産費融資を受けることは困難が

伴うことが判明した。
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入植農家の 75％が債務履行が可能となるための金利は、累積債務の再計算を行わない場

合（平均累積債務額124万レアル）は年利0.7％、再計算を行う場合（平均累積債務額７万500

レアル）は年利３％であることが判明した。

2） 第Ⅲ期事業

３戸（（a）バルサス入植地で灌漑施設を有する農家、（b）バルサス入植地で灌漑施設を有

しない農家、（c）ペドロ・アフォンソ入植地で灌漑施設を有しない農家、ただし、いずれも、

生産性、営農能力ともに平均以上の上層農家）をモデルとしてシミュレーションを行った結

果、６～８％の金利では、バルサス入植地で灌漑施設を有する農家のみが金利負担に応じ

られることが判明した。また、４～６％では（a）及び（b）のみが、３～５％ではすべてのモ

デル農家が金利負担に応じることができることが判明した。

結論として、全農家を救うためには金利の引き下げが必要である。また、灌漑施設を導

入すれば返済能力が高くなることから、灌漑施設を導入すべきである。

（3）調査中に聴取した主な発言内容

1） トカンチンス州ＣＡＭＰＯ社現地事務所

2666号について、まだ農家全員で集まって話し合っていないことから、内容を知らな

い農家が多い。

2） バイヤ州オーロベルジ第Ⅱ期事業地農家

国債購入資金である債務額の10.37％を銀行が融資しても良いことになっているが、銀

行の考え方次第である。銀行の融資がなければ手当てできる農家はいない。仮に手当て

できるとしても、応募期限の３月は収穫前であるため資金がない。応募期限が６～７月

まで延長されて収穫がよければ、約半分の農家が 2666号に参加できるのではないか。

3） 農務省エンリケ氏（ＣＡＭＰＯ社との打合せ時）

調査の結果、適当な金利は２～３％であろうという結果が出ている（どれくらいの金

利がフィージブルかという質問に対し、ある銀行が答えたもの）。

4） 農務省次官補佐官（農務省との会議時）

2666号の適用について農務省は銀行を強力に説得するが、義務づけることはできない。

ただし、銀行にとっても、実施可能なオプションがありながら強制執行することはでき

ないものと思われる。第Ⅲ期事業について、2000年８月の返済開始が延期される可能性
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はあると思う。今まで話し合ったことはないが、制度的にできない話ではない。

（4）ブラジル銀行理事の発言内容

1） 中銀決議第2666号（以下「2666号」という。）の問題点として、ブラジル銀行から大蔵省国

庫局への返済期間が20年であるが、国庫局からＪＩＣＡへの返済期間は15年あり５年の差

が生じる。

2） 現在、トカンチンス州政府が 50％の債務保証をしているが、2666号の適用後、このリス

ク分担を継続するのか否か、また、そのための上院の承認が必要であるのか否かについて

は不明である。

3） 国債購入資金の10.37％の融資財源がない。マーケットから調達すると金利が高い。10.37

％の財源について、ブラジル銀行としてはプロデセール資金に求めたい。

4） プロデセールの一部農家は債務超過状態にあり担保が不十分であるので、新規融資は難

しい見込み。しかし、ブラジル銀行としては、何とかして融資の道を探りたいと考える。

5） いろいろ問題があるが、現状から判断して、今の時点で 2666号を適用した方が将来もっ

と大きな問題が起きるのを防ぐことができると思う。

6） シミュレーションによると、2666号の適用が可能である入植農家は、推定では 70～ 75％

であると思われる。

7） 利子の軽減については、もともと８～ 10％であったものを国庫の負担で２％下げてい

る。現在の利率は適切とは断言できないが、2666号の適用により農家の経営が飛躍的に良

くなるものと思われる。

（5）農務省次官の発言

1） インフラ整備の問題もあるが、一番の問題は借金の問題であると思っている。

2） 農家と銀行との間で融資に関する問題が常に発生していることを心配しており、銀行と

ともに現状を改善していきたい。
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3） 特に国債購入費については、多くの農家が自己資金をもっておらず、また、同時に毎年

の金利負担も困難であることが心配である。

4） 2666号（以下「2666号」という。）については、関係機関との協議の結果、プロデセール事

業を対象にすることができた。

5） 2666号について、国債購入資金（債務残高の 10.37％）を銀行が農家へ融資することにつ

いて銀行は否定的（既存の農業融資の枠として認められておらず、新しい財源を求めると調

達金利の関係から農家の支払金利が高くなるため）である。また、金利の低減と再計算も必

要であるとしている。

6） そこで、プロデセールのプログラムのなかで国債購入の資金を出すという案も検討中で

ある。

7） 現在も金利の低減や債務の再計算などによる解決案について、大蔵省及び銀行において

検討中である。

8） 2666号では国庫局に 20年で返済するのに対し、国庫局から日本には 15年で返済するこ

とになっている。このギャップについて、場合によっては日本に延長要請することになる

かもしれない。

（6）2666号による問題点

1） 国債購入費として債務額の 10.37％の資金をいかに確保するか。一般銀行からの融資が困

難な状況であり、ブラジル側が同資金をプロデセール資金で手当てすることについて検討

を行っていることから、日本側においても検討が必要。

2） 既に農家の累積債務額は高金利下で膨張しており、「インフレ修正率＋６～８％」という

金利負担に耐えきれないものと思われる。ＣＡＭＰＯ社のシミュレーション結果によると、

第Ⅲ期事業においては、金利を３～５％に引き下げないと全農家を救済することはできな

いとの結果が出ている。

3） 2471 号では、救済措置の適用とともに「国債額面額の 50％の物的担保」を要求している

が、プロデセール農家は既に大幅な債務超過となっており、こうした担保を提供できるか
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検討が必要。ＣＡＭＰＯ社のシミュレーション結果によると、ほとんどの入植農家の総資

産による担保は、現時点においては債務の 50％以下であるとの結果が出ている。

4） 農家の債務が国債化されることで、利息支払い期間が今後20年となることから、大蔵省

国庫局は第Ⅲ期事業のＬ／Ａの償還期間延長を要請してくる可能性があるが、要請に応じ

ることが可能か否か検討が必要。
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第３章　今後の対応

（1）今回、ブラジル政府から第Ⅲ期試験的事業の融資実行期限の延長要請はなかった。一方、

ＣＡＭＰＯ社は、延長を強く希望している入植農家からの延長要請を受け、農務省に延長要請

書を提出した。農務省は、現在、検討中であるとのことだが、延長要請が行われる可能性は極

めて高い。

（2）したがって、延長が要請された場合の我が方の対応について、あらかじめ検討しておくこと

が重要である。具体的には、団長レターで提示した下記の５点について、ブラジル側の取り組

みや進捗状況を引き続き確認しつつ、延長に必要な手続きや、そのタイミングなどを検討して

おく必要がある。一方、延長要請が出なかった場合は、事業を終了することになるが、積み残

し事業の今後の進め方に対するブラジル側の対応（他の制度金融による融資など）を求めていく

ことが適当であろう。いずれにしても、ブラジル政府が早急に意思表示をするよう、引き続き

働きかけていくことが必要である。

（3）このほか、中銀決議第2666号（国債購入による債務救済）に関する以下の２点についても、ブ

ラジル側から正式な検討依頼があったわけではないが、時間的余裕もないことから、あらかじ

め、その可否について検討しておくべきであろう。

・国債購入費の融資に、PRODECER資金を充てることの可否

・ＪＩＣＡへの償還期間の延期（15年→ 20年）の可否

＊団長レターでブラジル側に提示した課題のフォロー

①トカンチンス州事業地のピボ・セントラル用灌漑共同用水路及び関連施設の整備

・国内統合省の予算（1998年度の繰り越し：84万レアルと 1999年度予算：75万レアル）が

州政府に配布されたか、引き続き確認していく。

②マラニヨン州事業地のミニ・スプリンクラー用灌漑共同用水路及び関連施設の整備

・連邦政府予算（50万レアル）が州政府に配布されたか、引き続き確認していく。

③トカンチンス州事業地の融資代行機関であるブラジル銀行による融資の実行

・融資実行状況を確認し、必要であれば融資実行を働きかける。

④中銀決議第 2666号による事業地農家の債務救済の実施と救済効果

・2666号による救済効果について、ＣＡＭＰＯ社によるシミュレーション結果を入手し、

評価を行う。

・追加措置の実施に係る農務省内での検討状況を確認していく。
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⑤ＣＡＭＰＯ社に対する融資監督手数料の支払い

・農務省からの支払い状況を確認していく。





付　属　資　料

１．団長レター

２．中銀決議第 2666号について（ＣＡＭＰＯ社作成資料）

３．会議議事録、施設見学要旨
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3．会議議事録、施設見学要旨

①JICA事務所打合せ（その1）

日　時：1999年 12月 6日　14:30～ 15:30

場　所：JICA事務所

出席者：蓮見所長、吉田所員、本郷専門家、調査団

主な内容：

蓮見：調査団にお願いしたいことは以下のとおり。①現状把握（積み残し事業の確認）、②ブラジ

ル側から正式に延長要請が出た場合、延長する場合の展望について見極めるための材料を集

めること、②については、先般、CAMPO社から農務省に対し延長要請が提出された（JICAに

もアドバンスコピーの提出があった）。延長に関しポイントとなるのは、2666 号の評価（シ

ミュレーション結果、融資代行機関の受け止め方など）と灌漑用水路工事の見通しである。ま

た、明日午後2：30より農務省次官が関係者（大蔵省国庫局部長、融資代行機関、中銀など）を

召集して会議を開き、2666号の効果を判断したうえで延長要請の提出の可否を決めると聞い

ている。

本郷：今回の調査団来訪について、ブラジル側は重要な調査団として受け入れ準備をしている。問

題意識も共有しており、議論がかみ合わないというようなことは起きない。日程調整（アポ取

り）も、農務省が中心となって行っている。

高畑：JICA本部は副総裁の陣頭指揮で作業してきた。しかし、延長に関しては参加メンバー間で

思惑が違う。基本的に「御用聞き」を超える発言はできない。

上野：リオで大使と話をした。2666 号について、大使はこれで解決したとは思っていない。

PRODECER終了にあたっては、諸問題に日本政府が巻き込まれるようなことを避けるため、

日伯間で問題点を確認しながら幕引きをしたい。そのための準備期間として1年間の延長も

あるか。終了後は、民間主導の事業。また成果のPR。翌日の公館長会議で中南米1課から状

況説明をし、延長についていろいろな考えがあることを説明した。それに対し大使からは前

日と同様の応答とともに7月の公電に対する回答の督促があった。また、公使に対し1年延長

の考えを説明したのに対し、公使は、ブラジル政府は延長要請していないこと、本調査団がや

ぶへびとなることを危惧している旨、回答。川名書記官は、1年延長しても新たな債務を増や

すだけであり、むしろ技術協力で対応するのが良いのでは、との回答

蓮見：延長した場合の展望をどう描くかということであるが、1年後に同じ問題を抱えるようでは

しょうがない。3月にいったん終了して残額をディスバースするという自分の案について、乱

暴な案であることは承知しているが検討不可能か。いったん、延長したあとも検討しても良

いことではないか。

高畑：資金が滞留するし、現行の契約ではできない。

蓮見：もちろん現契約ではできない。いったん清算し、新たな契約を結ぶ。営農計画の修正も必

要。営農計画どおりの実施〈営農計画の自己完結性〉を保つという考えはあるべき。

高畑：延長の展望について、2666号の効果がないという分析結果が出れば、更なる措置を求めてい

くことになろう。
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本郷：調査団の発言の仕方として、日本側のコンセンサスが得られていない現段階ではブラジル

側に提案するのではなく、ひたすら質問していくスタイルでいったらどうか。

蓮見：延長する場合にブラジル側に注文をつけるという点であるが、大使館もブラジル側に求め

ていく内容について明確なイメージをもっていないのではないか。仮に2666号について更な

る特例措置を求めるのが好ましくないなら、我が方の戦術は極めて限られる（農業債務全体の

救済策のなかで逆差別を受けないようにすることだけに絞られる）。

本郷：ブラジル側は、第Ⅱ期については特例措置は無理だろうといっている。いろんな種類の資

金が入っているし時間がたっているから。

鈴木：更なる特例措置を求めないほうがいいと公使が言った背景は何か。

蓮見：ブラジル政府が、日本側の要請を受けてこんな対応をしてくれたことはこれまでなく、評価

できる。例え、2666号が農家にとって効果が不十分だったとしても、これを機会に早く幕引き

することが日伯関係のためになるとの趣旨と理解している。

本郷：農務省の事務方は、2666号の効果がなければ日本側は当然特例措置を申し入れてくるもの

と考えている。

以上
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② JICA事務所打合せ（その2）

日　時：1999年 12月 6日　15:30～

場　所：JICA事務所

出席者：川名書記官、蓮見所長、吉田所員、井上所員、本郷専門家、石田専門家、清水専門家、

CAMPO社安永補佐、調査団

主な内容：

はじめに、ブラジル事務所から、資料に基づいて、調査日程の確認、進捗状況の確認があったあと、

質疑応答。

鈴木：ペドロ・アフォンソの12戸に貸付実行、ほかは審査中とあるが、現状はどうか。

　　→12月 16日にブラジル銀行本店で第4回生産費融資会議がある。それまでに審査中（18～

19戸）について答えが出される。

鈴木：ペドロ・アフォンソの共同用水路について、昨年12月からの進捗はないか。

石田：ない。8月に、州政府に予算がおりたとの情報は誤り。

鈴木：永年作物の市場流通調査は行われたか。

　　→コンサルタントに委託して実施した。

高畑：環境モニタリング調査報告書の日本語版について、先日、国際協力出版会と打合せをした。

鈴木：CAMPOのPRODECER課はだれか。

　　→安永氏

高畑：PRODECER事業総合評価調査とあるが、インパクト調査と呼んでいる。

鈴木：マラニヨン州のピボの代わりのスプリンクラー〈15戸〉の水路工事の進捗は。

石田：PRODECER資金からの融資を申請中。ペドロ・アフォンソのピボ農家2戸で種籾栽培した

結果、4.8トン/ha以上の収量があった。共同用水路の工事に必要な84万レアルは12月に出る

という話もある。

鈴木：84万レアルは州の予算で確保されていると書いてあるが、事実はどうか。

石田：書類で確認したわけではない。

鈴木：共同用水路の再工事が必要な部分について、再工事しない限り使えないのか。

石田：設計どおりになっていないということ。どれくらい性能が落ちるかはわからない。

その後、井上所員より、積み残し事業について、資料に基づき説明があった。

蓮見：トカンチンス州の灌漑用水路工事については、不透明である。

本郷：調査団からは、「未融資分の融資の実行は当然行われるものと思うが、どうなっているか」と

いった要領で質問したらどうか。

以上
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③CAMPO社打合せ

日　時：1999年 12月 7日

場　所：CAMPO社

出席者：CAMPO社：エミリアーノ社長、筒井副社長、アルバロ技術部長、安永補佐、グスタボ氏、

農務省：ヒカルド補佐官、ヘンリケPPA担当官

JADECO：永井専務

JICA：吉田所員、井上所員、本郷専門家、石田専門家、清水専門家、調査団

主な内容：

双方挨拶及び出席者紹介のあと、質疑応答

高畑：終了を控え、日本側にもいろいろな考えがある。仮に延長する場合、いくつかの問題点があ

る。まず、トカンチンスの事業地では、共同用水路がないためにピボの導入ができず農家の経

営状態が悪い。次に、高金利政策による農家の債務増加。これについては救済措置を求めて

きたが、先般発表された国債方式は十分なものか、検討が必要。また、本事業の成功の要因で

あるCAMPO社の経営が悪いこと、特に融資監督手数料が未払いであることと合理化につい

て。

エミリアーノ：本事業の成功のために延長は重要である。これまで、農務省、JICA専門家と話し

合い、入植農家の声も聞いた結果、当初計画どおり実施することが望ましいと判断した。特に、

事業が1年遅れて始まったトカンチンス事業地では、農民から強い延長要望がある。延長は

十分条件ではないが必要条件である。州政府が実施する共同用水路については、連邦政府に

予算措置を働きかけている。また、計4回予定されていた生産費融資も未実施分がある。2666

号は、これまで我々が働きかけてきた成果。連邦政府がPRODECER農家の救済措置をはっき

りと打ち出した点で評価できる。具体的な効果については、本日検討結果をお伝えする。融

資監督手数料については、農務省との関係を法的にはっきりさせることが必要と考えている。

つまり、協定よりも契約にしたい。現在、融資監督手数料の督促に非常に時間をさかれており、

我々が物乞いをしているような関係であり、よくない。CAMPO社の合理化については、この

1年半、大きな努力と犠牲を払って進めてきた。役員も4名から2名に減らした。現在、本社

を含めすべての部局が黒字になっている。職員を50名減らしたが、筒井副社長のリーダー

シップにより1件の労働裁判もなく実施できている。また、トカンチンス州の事業開始が遅

れたときに、CAMPO社が大きな負担をしたことを覚えておいてほしい。

鈴木：本事業にとって極めて重要と思われるトカンチンスの共同用水路は1年前から進捗あるか。

エミリアーノ：過去1年の間に、ブラジル政府内で灌漑担当部局の変更があった。これまで環境

省水資源局だったのが、新たに発足した地方統合省の水利インフラ局の担当になった。この

ため、今年の初めに連邦政府から州政府に予算が配布される予定だったのが、この時期までず

れ込んでしまった。額も83万 4,000レアルと十分でない。

鈴木：工事はいつ始まるか。

アルバロ：現在、トカンチンス州政府に予算配布するための書類手続き中。この手続きは本会計

年度中（今年中）に終わらなくてはならず、それが終われば1月中には工事可能。
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鈴木：足りない分はどうするのか。

エミリアーノ：83万4,000レアルを獲得したのと同様のプロセスが必要。ただ、現在農務省は非常

に協力的であり、これまでより容易だろう。

鈴木：本件は、延長の可否を判断するために極めて重要な事項である。不足額は予算要求中なの

か。

ヒカルド：近日中に開催が予定されている地方統合省の会議において予算要求するのが適当だろ

う。

エミリアーノ：既に予算案はできているが、国会承認が必要。

鈴木：いつ、はっきりするのか。

　　→地方統合省の会議で。

高畑：国会はいつか。

ヒカルド：12月 30日までに可決しなければならないが、延びる可能性もある。

高畑：83万 4,000レアルはどのような工事に使うのか。

アルバロ：2本目（サンタフェ）の未実施分（ライニング）の実施により、これを完成させる。また

3本目（フォルタレーザ）の掘削、さらに1本目（パラナイーバ）の修復。来年不足しているの

は、暗渠の管、ポンプ小屋、ポンプ設置。

グスタボ：2666号の評価結果説明。適用範囲の拡大により、第Ⅲ期契約の90％が含まれる。また、

国債購入費に対する融資が可能。金利を6％まで下げることが可能。6％以下の適用も可能（た

だし、銀行は連邦政府の補助金を受けられない）。必要な担保は150％。そのうち100％分は

購入した国債。残り50％は農家の資産。つまり既に50％以上の担保を銀行に入れている場合

は、50％を超える部分は解除される。ただ、第Ⅲ期についてみると、農家の資産は借金の平均

50％であり、国債購入による担保の解除は発生しない。3戸（バルサスで灌漑施設を有する農

家、バルサスで灌漑施設を持たない農家、ペドロ・アフォンソで灌漑施設を持たない農家）を

モデルとしてシミュレーションした結果、バルサスの灌漑施設を有する農家は可能。他は金

利を下げないと無理。結論として、全農家を救うためには金利の引き下げが必要。また、灌漑

施設があれば返済能力は高くなるので灌漑施設を導入するべき。

本郷：シミュレーション結果を農務省に提出するのか。

エミリアーノ：本日農務省で開かれる会議で発表する。

鈴木：救済される農家が少ないと思うが、今後どのように改善するべきか。

エミリアーノ：銀行が6％以下の金利を設定しても良いという条項がある。これに基づき、低金利

の適用について関係者を説得する必要がある。本日午後の会議で融資代行銀行の考えを聞く。

鈴木：銀行はどのように考えているか。

エミリアーノ：これまで、BDMCは低い金利を適用しても良いと考えていると聞いている。ほか

の銀行はわからない。

本郷：CAMPO社としての今後の戦略は。

エミリアーノ：日本の資金の金利は低く、金利選択をするべき。合成金利の適用を1999年1月以

前に遡及して適用すれば債務額が減る。この考えはブラジル政府にはなかなか理解してもら

えないが、長年訴え続けてきたことでもあり、これからも要求していく。
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鈴木：交渉戦略は、①金利削減、②債務額圧縮ですね。

エミリアーノ：2579号の第2条は不利な条項だったが、2666号により無効化した。2579号の適用

期限は過ぎたが、2579号の定義は重要である。期限の延長は可能と思う。

本郷：2579号のもう一つ良い点は、遡及を実現したこと。

助川：CAMPO社の経営、財務に関する情報が不足しており、CAMPO社が倒産するのではないか

という心配がある。1999年12月の決算予想と、今年の毎月の売上げとコストの状況を知りた

い。

エミリアーノ：倒産するようなことはない。

筒井：13日か14日に別途説明したい。

以上
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④大使館訪問

日　時：1999年 12月 7日　11:00～ 11:45

場　所：大使館

出席者：三輪公使、川名書記官、吉田所員、小室事務官、調査団

主な内容：

双方挨拶及び出席者紹介の後、質疑応答

高畑：終了を控え、現状把握したい。セラード全体の評価はインパクト調査として来年度から1～

2年間で別途実施を予定。ブラジル政府から延長要請があれば、延長が妥当かどうか検討した

い。その際、特に2666号の効果、トカンチンス州の共同用水路建設、CAMPO社の経営問題、債

務救済に係るブラジル政府の考え方、などが重要な点。

三輪：ブラジル勤務は2回目。セラードにも以前からかかわっていた。本事業は大きなインパク

トがあった。ブラジル政府がこれだけ長期にわたり熱心に実施したという点で特異なプロ

ジェクト。債務問題は、個々の農家の経営が苦しいという点よりも、セラード全体にとってマ

イナス評価となるという点で気にしている。日本側が入植農家の経営まで責任をもつという

ような協力形態は、もう終わりたい。本事業も、この辺で踏ん切りをつけたい。ブラジル政府

はPRODECER農家のためだけの特例措置を取れないと思っていた。ところが、つい最近に

なって様子が変わってきた。農務省次官がヘッドで特例措置の検討をした。その結果が2666

号。従来のスタンスから一歩出た。ただ、彼らは日伯協力というコンテクストで取り組んで

いるのではなく、彼ら内部に何か動機があるのではないか。その辺は良くわからない。債務

問題は今後も続くだろう。日本政府の要望では、彼らは動かないから。延長要請が出た場合、

事業全体を見て慎重に判断してほしい。現時点では、農務省からの意思表示はないが、要請は

大きなステップ。JICAが現地の声を直接聞いてJICAがそれに対応するというやり方は良く

ない。建前は政府間協力であり、日本側からそれを崩すようなやり方は良くない。（延長を日

本側から持ち出すのは良くない）。インパクト調査は、過去の評価か。せっかくこれだけの成

果をあげて将来何もしないというのはどうか。個別の評価も必要だが、OECFや民間との合同

評価ミッションはどうか。

高畑：将来については、ブラジル側からの要請があれば、検討していけば良い。

三輪：ブラジル側からの要請を待つのではなく、日本として将来どのような事業を進めていくの

かという問題であり、大きな枠組みをつくる作業が必要。

高畑：食糧需給の問題もあり、将来何らかの事業をやる可能性はあるかもしれない。

三輪：日本全体で考えなければならないときに、いつまでもミクロの問題にかかわって動けない

のはもったいない。

鈴木：農林水産省内部でも、関係者の意見を聞くなど検討している。

高畑：もし延長要請が出ても、2666号の効果がないと判断された場合、延長の妥当性を判断するた

めに、ブラジル側に更なる措置を取る考えがあるかどうか、聞いても良いか。

三輪：延長に関して白紙といいつつも、東京側が延長に傾いているのであれば、出先機関として、

東京の方針に従う。個人的には、聞かないほうがいいと思うが、延長検討作業のために、つめ
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ておく必要があれば、聞くのもやむを得ないだろう。ブラジル側は、この1か月ほど、何とか

しようという雰囲気である。9月に三塚氏が来伯し大統領に会ったときに、本件について発言

してもらった。大統領は本件承知していた。もしかしたら、その後、大統領からの指示があっ

たのかもしれない。

高畑： 3月で終わってしまった場合、議員など本件に問題意識を持っている関係者から、是非を問

われる可能性がある。また、ブラジル側から延長要請が出たのにもかかわらず断った場合、入

植農家が訴える可能性がある。

三輪：延長するなら、将来同じ問題が起きないように道筋をつけておく必要がある。事業者が騒

ぐのは良くあること。その懸念をベースにポリシーをつくるのは本末転倒。その部分は本来

ブラジル政府の責任。日本の先生方との関係では、将来のビジョンをあわせて提示すること

で理解が得られると思う。

以上
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⑤トカンチンス州知事表敬訪問

日　時：1999年 12月 8日　11:00～ 13:00

場　所：トカンチンス州庁舎

出席者：トカンチンス州知事、同州企画部長、農務省ヘンリケPPA担当官、CAMPO社エミリアー

ノ社長、アルバロ技術部長、安永補佐、本郷専門家、石田専門家、清水専門家、吉田所員、小

室事務官、調査団

主な内容：

高畑：PRODECERは、JICAにとって歴史的、金額的に最大規模のプロジェクト。知事の政治的、財

政的支援と債務保証に感謝する。本パイロット事業をリスクを取って誘致した知事の英断に

敬服。PRODECERのインパクトは大きい。いまやセラード全体でブラジルの大豆の50％を

生産している。パルマス市もわずか10年で大きな町になった。まさしく知事の英断は正し

かったといえる。JICAとしてPRDECER以外でも開調などの実施によりトカンチンス州の開

発に取り組んでいる。PRODECERは来年の3月に終了する予定だがいくつかの懸案事項があ

る。一部農家が融資を受けられなかったこと、共同用水路の建設が終わってないためピボセ

ントラルが導入できないことなど。専門家によるとピボ導入で収入が3倍にあがる。我々も

地方統合省を訪問して共同用水路の予算措置を依頼するので、知事も最大限の努力をしてほ

しい。

知事：トカンチンス州との関係を強化していくというJICAの姿勢がうかがわれた。Ⅲ期事業は期

待どおり大きな波及効果があった。州としてもできるだけの支援を実施している。残念なが

らいくつかの問題もあった。例えば土地の購入についても、プロジェクト開始の際、私は土地

を没収（買収？）する用意があったが、投機的な動きがあった。土地を没収していれば、農家の

借金も少なくなりもっと成果があがっていただろう。現在の高金利に見合う経済活動はない。

特に農業にとっては高すぎる。石灰についても州政府は安価で、またはただで提供したにも

かかわらず、彼らはほかの工場から石灰を買ってその購入費・輸送費の支払いに我々の石灰

を充てたらどうかと提案してきた。また、州は電力・道路も整備した。用水路建設のためト

ラクターも貸した。その燃料代も出した。共同用水路は、連邦政府の資金で州政府が業者と

契約して行ったが、計画どおりにできなかった。その際、誤った情報が日本側に流れた。私は

州の監査委員を使って徹底的に調査した。共同用水路の工事は、州政府が直接やるかまたは

州政府が監督してやる。Ⅲ期事業の成功を、私は皆さん以上に重要視しているので安心して

ほしい。私の面子にかけても本事業を推進し成功させる。JICAはトカンチンス州の開発に貢

献しており、我々も恥ずかしくないよう努力していく。私はすべての問題をオープンに話し

たい。私と直接話ができない話題はない。誤った情報を流すものがいたら、対決する。日伯

両国は文化的に違うが似ているところがある。自分の国に誇りを持っていること、名誉を重

んずることである。

トカンチンス州紹介のビデオを2本上映。



- 67 -

知事：用水路建設について、連邦政府の資金は私の指導により使いたい。必要であれば州の資金

も。時間を無駄にするのは我が州にとって損失であり、用水路工事を最後までやり遂げたい。

連邦政府の資金に対して州からは干渉できないが、ひとたび我が州に予算の配布があれば、き

ちんと使う。今上映したビデオにも、JICAの名前を最初に入れてある。JICAを重要視してい

る。

以上
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⑥トカンチンス州ペドロ・アフォンソ事業地サイロ見学

日　時：1999年 12月 8日　午後

主な内容：

・コーペルサン農協が、このサイロを建てた。建設費は540万レアル。EXIMCOOP（伊藤忠が出

資している）が農協から借りている。貯蔵能力6万ｔ、受け入れ能力240ｔ／時、クリーニン

グ能力40ｔ／時、出荷能力1日1,200ｔ／日。

・前農年度3万4,000ｔ受け入れた〈すべて輸出用〉。今の出荷量からは十分な容量があるが、将

来はクリーナー2機、受け入れプラットフォーム2機、乾燥機などを増設する必要がある。

・この地域には、本サイロ以外にカシューナッツの貯蔵施設もある。セバウ〈メジャーのひとつ〉

も大豆の施設を持っているが、貯蔵能力はない。

・ここからインペアトリスまでトラック、そこから鉄道でサンルイス〈港〉まで運ぶ。エストレ

イまで鉄道敷設されたが、開通は来年の4～5月ごろ。

・輸送費はインペラトリスまで26レアル／ｔ、インペラトリスから港まで12ドル／ｔ。水上輸

送だとここからエストレイまで16レアル／ｔ、エストレイから港まで16ドル／ｔ。今、トラッ

クが少ないのでインペラトリスまで30～ 32レアル／ｔかかっている。

・水上輸送には多額の投資が必要。トカンチンス川に積み出し施設をつくりたい（ここからト

カンチンス川まで110m）。積み出し施設について連邦政府の環境委員会の許可が必要だが、

NGOの反対により公聴会がこれまで2回延期された。施設はどこがつくるのか知らない。施

設ができれば周辺地域やバルサスの大豆も、ここから出せる。

・前農年度の出荷量3万4,000ｔのほぼすべてが事業地の大豆、他は5％未満だろう。ただし事

業地の大豆がすべてここにきたわけではない。EXIMCOOPと伊藤忠は特別の値で買ってくれ

る。この地域では推定で5万から5万2,000ｔの大豆が出荷された。今農年度は2万ha分の

生産費融資が行われ、3万2,000ha植付けがあった。

・一農家として灌漑施設の整備と永年作物導入のため2年の延長が必要と思う。

・私は市長を二期経験した。30年前にここに来た。農業大学出身。トカンチンス州の139郡の

うち、この郡の農業生産量は7，8番目（3年前）から1番になった。商品流通に係る税収入も65

番から29番目になった。日本に感謝している。

農家（ロッテ40）

・波及効果の一つとして、農業技術がある。事業地の農法は技術的にレベルが高く、多くの視察

団を受け入れた。私にも電話で問い合わせがある。生産性は、米83俵／ha、大豆50俵／ha、

トウモロコシ104俵／ha。

・ネックは、ブラジル銀行との折衝。事業地以外の農家も同様の問題を抱えている。今年は、ア

マゾン銀行が5,400ha分、ブラジル銀行が4,500ha分の生産費融資をした。ほかはメジャーか

らの青田借り。

以上
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⑦トカンチンス州ペドロ・アフォンソ事業地CAMPO社現地事務所訪問

日　時：1999年 12月 8日　17:00～ 19:00

場　所：CAMPO社現地事務所

出席者：農務省ヘンリケPPA担当官

CAMPO社アルバロ技術部長、安永補佐、現地スタッフ

農家2名

本郷専門家、石田専門家、清水専門家、吉田所員、小室事務官、調査団

主な内容：

・CAMPO社現地スタッフより、地図･資料を使った説明。

・本事業地は全4万ha。うち生産用地1万9,600ha、自然保留地、永年作物用700ha、ピボ用に50ha

× 41箇所。ピボは直接取水4箇所、うち2箇所設置済み。

・全41ロット、うち入植農家40ロット（No.6.）、農協1ロット。平均面積は480ha。今年は植付

け開始後4年目。今年度計画のうち約60％に植付け済み。12農家がブラジル銀行から承認を

受け10戸が融資を受けた。ほかはメジャーから（カーギル（19戸）とセバウ（12戸））。カーギ

ルから融資を受けた人は、ブラジル銀行から融資が受けられればカーギルとの契約を解消で

きるようになっている。ブラジル銀行との未清算の事項を解消すれば、その可能性がある。セ

バウから融資を受けている12人のうち7人はブラジル銀行と裁判中。セバウから融資受けて

いる人は、仮にブラジル銀行の融資が受けられても契約は解消されない。なお、CAMPO社と

しては、全農家がブラジル銀行からの融資が受けられるよう要請書を提出した。また、No.8と

No.22のピボ融資は受け入れられた（既に設置済み）。既に設置済みのピボでは昨年度、陸稲の

種籾を生産し約5ｔ／haの収量があった。陸稲の種籾生産は経済的な可能性がある。ほかの

ピボは、共同用水路次第。第一水路は完成しているが修復が必要。第二水路（サンタフェ）は

掘削済みで800m分のライニングが足りない。第三水路〈フォルタレーザ〉は地形調査のみが

実施された。今度配布される資金で、まずサンタフェ水路を完成させる。次にフォルタレー

ザをできるところまで。それ以上の資金がくれば、水路と川を結ぶパイプライン、変圧設備、

ポンプ設置を行う。電力は、取水地点まで引いてある。現在、水路に水を引ける状態ではない。

・灌漑施設の整備と永年作物の導入のため、1年か1年半の延長は不可欠と考える。永年作物は、

当初カシューナッツを600ha（天水）予定していたが、カシューの収益率が低いので、灌漑施設

を導入して400ha（ピボでププーニャを200ha、やしを100ha、タイチというレモンを100ha、や

しとレモンの間作でパパイヤを3年だけ植える）に変更した。ププーニャについては瓶詰め

の施設、レモンとパパイヤについては包装施設も計画している。永年作物の導入は農協が行

う。そのためにCOAPAを正式な農協として認めることが必要。永年作物用のピボには川か

ら直接取水する。

・本プロジェクトに対する環境認可は、FUNAIの書類が足りなかったため下りていなかったが、

現在は取得済み。

・農協について、COAPAを正式に認めてほしい。農務省には要請書を提出した。ブラジル銀行

と、コーペルサン組合とCOAPAとで話し合う必要がある。コーペルサン組合が破産すれば、
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その資産が競売にかけられる可能性がある。

・インフラについては、電力は取水地点まで配電済み。各農家への配電は40％の農家が自己資

金で引き込み済み。来年度から「農村電化計画」が本地域で開始されるので、そうなれば農家

は手数料を支払うだけで州政府が工事をしてくれる。道路は、州道10号線を州政府が修復し

たおかげで非常に良くなった。メンテのための道路建機を置いておくよう依頼したが断られ

た。しかし、収穫期前には整備する約束を取りつけた。学校は、町に近いので町の学校に行っ

ている。毎日2台の送迎バスを出すよう市役所と協定を結んだ。保健ポストも、町に近いの

で町の保健ポストに行っている。通信インフラはまだ。セルラー用のタワー建設の話もある。

農協は、農協としては認められている。PRODECERの農協として認めてほしいということ。

農家（No.40）：

・日本に感謝している。本事業は完全実施が必要。いくつかの問題点があるがクリアできると

思っている。フィージビリティを高めるため、灌漑設備と永年作物の導入が必要。栽培技術

的には、大豆、米、トウモロコシの栽培を通じて、高い生産性を達成してきた。果樹のフィージ

ビリティは高いが調査･研究に時間がかかる。

農家（No.2）

・38戸が農協に加盟している。農協は法的な手続きはすべて完了している。来シーズン以降、

サイロが使えるかどうかわからない。資金源についても、昨年、EXIMCOOP社との間で裁判

があり、手数料が入ってこない。農協支援のコンサルタント契約の資金送付がまだだが、我々

もC/P資金を用意できなかった。

質疑応答

・用水路建設に必要な資金は約398万レアル。

・永年作物導入に必要な資金は約420万レアル。

・永年作物導入は1年でできる。420万レアルの借り手は農協。

・農協が借りるために、1年の延長、ブラジル銀行の融資の意思、ブラジル銀行と農家との関係

正常化が必要。農家の大半は1997～1998年の融資の一部を払っていない。この年は融資の

タイミングが遅れたため、適切な時期に植付けができず不作となった。また、適切な時期に植

付けなかったため、保険がおりなかった。ブラジル銀行は、本ケースをブラジリアの債務取り

立て担当に回してしまった。現在、本ケースはブラジル銀行の役員会でリスケが決まってい

る。トカンチンス州政府が50％の保証をしているので、ブラジル銀行が州政府に打診中であ

り、結果待ち。楽観視している。新たに借金するときに相殺する案もある。

・コーペルサン組合の債務はPRODECER事業関連だけで約900万レアル（うちインフラ整備分

が800万レアル、ロット6の土地代が100万レアル）で、すべてPRODECER資金である。

・永年作物栽培は、ピボ以外はマイクロスプリンクラーを使用。

・サイロは、コーペルサン組合がEXIMCOOP社に貸した。過去2年間は、EXIMCOOP社に大豆

を売ってきたのでサイロも使えた。今年は、カーギルやセバウと契約しているので、彼らに売
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る必要がある。今、EXIMCOOP社と裁判中なので、そこのサイロに大豆を預けたら取られか

ねない。

・コーペルサン組合の総会で自己破産が決定したが、まだ登記されていない。債務総額が大き

い。その資産は、まず労働者のための支払い、次に税金の支払いが優先され、債権者は後回し。

資産が競売にかけられても、ブラジル銀行にはほとんど残らない。したがって、交渉により

コーペルサン組合の資産をCOAPAが借金ごと引き取れるようにしたい。

・今シーズンの12戸に対する生産費融資の総額は約150万レアル。

・2666号について、ブラジル銀行は適用を認めている。今、農家が申請に行けばすぐに手続きを

してくれるだろう。農家の何人かは内容を良く知っているが、まだ全員で集まって話し合っ

ていない。私が農家の反応から感じたことは、彼らは2666号を適用した場合、価値修正する

と支払い額はかえって高くなるのではないかと感じている。債務総額が膨らんでいるので、適

切な金利は3％くらいが適当と感じている。もう一つは国債購入に必要な10.37％〈平均14万

レアル〉がないこと。また、ブラジル銀行と裁判中の人に対しては、ブラジル銀行は応じない

だろう。現条件では1 人も参加しないだろう。農家はまだ十分検討する時間が無かった。

CAMPO社は今後調査研究して（特にⅢ期農家）、そのあとに説明会を開きたい。

エンリケ：調査の結果、適当な金利は2～3％だろうという結果が出ている（どれくらいの金利が

フィージブルかという質問に対し、ある銀行が答えたもの）。

以上
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⑧トカンチンス州ペドロ・アフォンソ事業地見学

日　時：1999年 12月 9日　

主な内容：

・ロットNo.17で大豆の不耕起直播栽培。雑穀を栽培し、除草剤で枯らせたあとに直播する。土

壌流亡の防止に効果的。養分供給、省力化にも役立つ。機械の使用が減った。また施肥量も

減り経済的である（12％くらいか？）。さらに降雨後でもすぐに播種できる。収量は従来の栽

培方法と比べて同等以上。事業地内で9農家、計4,000haで採用された。ここでは200haで不

耕起直播を行った。カバープラント（ミレット）の種子生産も今後有望。トウモロコシ、陸稲

でも不耕起直播が行われている。問題点として、新しい害虫や病気が発生する可能性がある

こと。既に今年バッタが発生した。

・ロットNo.28でカバープラント無しの不耕起直播を行っていた。

・ロットNo.38は日系のオクヤマさん。娘の愛称ジャイカちゃん。1982年におじさんの兄弟の

手伝いでパラカツのPRODECER事業地で3年間働いた。1986～1992年にバヘイラスの事業

地外の農家で仕事をした。その時いとこがPRODECERに参加していた。1992年から1996年

まで日本に出稼ぎに行っていた。父が農場を経営していた。農場が好きなので現在の生活に

満足している。ここの農業はパラカツやバヘイラスに比べて生産性が高い。土地は970ha、今

年は520ha植え付ける。おじさんがここから4kmのところに350haの農場を買った。そこに

は250ha植える（米100ha、大豆150ha）。労働者など約10人雇っている。通信手段は無線と農

村用セルラー。生産性は過去3年間上昇している。1ha当たり収量は初年度35俵、2年目は40

俵以上、3年目は45～50俵。去年の収穫はEXIMCOOPに差し押さえられた（肥料･種子代と

して1万7,500俵、470ha分に相当）。今年はセバウの青田買い融資を受ける。肥料･種子代と

して7万ドル、月利1.3％、売却価格は9ドル／俵で7,000俵。予想収量は2万～2万3,000俵。

セントラルピボットは入れられるなら入れたいが、ブラジル銀行からは生産費融資を受けて

いないので難しそう。

・水路見学（2本目）。総延長2.7km。

・ロットNo.8。融資（一式で12万レアル）を受けてセントラルピボットを導入した。種籾栽培

で83俵／ha。不耕起直播栽培。ピボの耐用年数12～15年くらい。肥料を混ぜると傷みやす

い。

以上
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⑨マラニヨン州カブラル地域局長との打合せ

日　時：1999年 12月 9日　17:10～

場　所：ホテル

出席者：マラニヨン州政府カブラル地域局長、

農務省ヘンリケPPA担当官

CAMPO社アルバロ技術部長、安永補佐、ホムロ現地事務所長他

農協代表、東北伯銀行代表

本郷専門家、石田専門家、清水専門家、吉田所員、小室事務官、調査団

主な内容：

高畑：本事業の一層の効果発現のため、以下の事項が必要。①灌漑に必要な電化工事、②生産物の

出荷に必要な道路舗装、③マイクロスプリンクラーに必要な共同用水路の建設。

カブラオ：前知事時代から農務局次長、局長として本事業を担当してきた。上記問題はどのミッ

ションも指摘してきた問題であり、新しいことではない。これまで州政府は大いに努力して

きた。州政府は本事業を南部開発の重要な因子と考えている。道路ネットワークもつくった。

州道006号は全200km（バルサス～アウトパラナイーバ）を舗装した。ジェライス（ジェバウ

事業地）～バウサス街道（240号）は毎年メンテしている。大豆環状線計画もある。バウサス

～事業地間道路の整備は昨年、州政府が農家の協力を得て行った。州政府は機械を提供し、そ

の燃料代も負担した。今年も同様の予定。今年は雨が多く道路の傷みが早い。今年の3月に

1回整備して、次は来年1月の予定。年度始めで予算手当てが難しいが、そのための条件を整

えつつある。電力も、南部は電力供給が悪くバウサスでも不足しているなかで努力している。

バルサスからセイハドペニランテの変電所を経由して事業地に電力を引くための電柱設置は

終わっている。マラニヨン州電力会社の2～3日前の情報によると、来年の2月までには変電

所まで電気が引かれるとのこと。その後、州政府として必ず事業地に電気を引くことを約束

する。共同用水路は、総経費72万レアルのうち今年の国家予算に50万レアル計上されてい

る。連邦政府にディスバースするよう要求した。今年度中にディスバースするよう努力する。

ホムロ：今年度植付け計画の50％が終了した。陸稲栽培は魅力的であり、貯蔵･乾燥施設の新設が

必要。

組合長：事業におおむね満足している。農協改革実施中であり、組織確立のための専門家を雇用

している。一番心配なのは積み残しの事業があること。私は灌漑施設を持っていない。灌漑

施設はぜひ欲しい。3月にプロジェクトが終了する予定であり、時間がないことを心配してい

る。PRODECERはマラニヨン州の開発にとって重要である。お願いしたいことは、①事業地

～バウサスの道路舗装、②1年の延長、である。

カブラル：事業地～バウサスの道路舗装の計画はない。大豆環状線の整備計画のなかで舗装が必

要な部分が優先される。

ホムロ：果樹栽培が始まると、今のメンテ方法（1年に1回）では不十分であり、何らかの改善が必

要。

鈴木：実際に電気が使えるようになるのはいつか。
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カブラル：はっきりした予定はない。

鈴木：できるだけ早くしてほしい。

カブラル：州政府は、このためにこれまで1千万ドル投資している。

ホムロ：現在進行中のいくつかのプロジェクトは3月までに終わらないので、1年延長が必要であ

る。果樹栽培については、ピボ所有農家でのパイナップルを検討している。PRODECER資金

ではなく、民間会社または銀行と協議中である。果樹栽培奨励のために州知事は果樹の商品

流通税を無税にした。果樹の加工施設、選別･包装施設、ジュース用加工施設が必要。

助川：事業終了までに必要な資金はいくらか。

　　→11月分の実施が遅れた。12月分の計画は提出済み。

エンリケ：延長要請について、これまで農協→CAMPO→農務省と送られてきた。大蔵省に送る

か否か検討中。2666号に関し、農家が支払い得る金利はどれくらいか農務省作業グループで

調査中。これらの検討結果を基に来週の合同会議で何らかの意見を伝える。ついては、マラ

ニヨン州政府は電化工事の時期を決めて、報告してほしい。

カブラル：月曜に知事と相談して報告する。

アルバロ：灌漑施設について、一部農家は持っていてほかは持っていないという状況は心配であ

る。灌漑施設導入により、農家の支払能力も高まる。

高畑：ピボ所有農家のパイナップルの事業は東北ブラジル銀行からの独自の融資などを検討して

いるとのことであるが、2000年3月以降のプロデセール事業のやり残し分についてもブラジ

ル側の独自の資金で実施したらどうか。

ホムロ：制度資金として憲法基金があるが、担保の問題がある。これは融資物件の1.3～1.6倍の

担保を必要とするため無理（融資物件以外にも担保を求める）。プロデセール資金は1：1であ

る（融資物件が担保でＯＫ）。果実の加工については、マラクジャ（パッションフルーツ）は

ジュースの元をつくり、パイナップルとバナナは青果が中心で一部をジュースとする。缶詰

はまだやらない。

鈴木：パイナップル事業とは具体的にどのような計画か。

ホムロ：ピボ所有農家のパイナップル事業については、ピボを所有している26戸のうち18戸がピ

ボの下で行うことを計画している。17戸は50ha、1戸は25haを計画している。パイナップル

は14か月で実が採れる。2回目の収穫は質が落ちるので、1回の収穫で切ってしまう。その後

どうするかは未定。これはプロジェクト外で実施するが、東北ブラジル銀行の融資を計画し

ており、相互連帯保証方式を検討している。

鈴木：南北鉄道のインペラトリス～エストレイト間が完成したが、いつからこれを利用できるの

か。またどれくらいのコスト・ダウンになるのか。

ホムロ：エストレイトには次の収穫期、2000年春から持っていく予定（現在はインペラトリスまで

トラック輸送）。現在エストレイトで貨車への積み込み施設を建設中。セバウが造っている。

コスト・ダウンについてはあとでデータを提供する。

以上



- 75 -

⑩マラニヨン州　ジェバウ事業地見学

日　時：1999年 12月 10日　

主な内容：

・マイクロスプリンクラーによるバナナの灌漑栽培。計画では21ロット、210ha。実績は90ha。

品種は、国内マーケットで人気があるプラタアナン。マーケットは、サンルイス、ベレーン、テ

レジーナなど。農協が販売し、仲買人が買い付けに来る。

・サンルイスの仲買人の話。ここのバナナは枯れた葉が少なく状態が良い。苗の質が良いから

だろう（CAMPO社の無菌苗を使用）。プラタアナンの需要は高まってきている。出荷時期を

ほかの産地からずらせば需要は高い。未舗装の道路は出荷に不利であるが、道路整備、包装方

法の工夫、ケーブルなど代案はある。

・農協の話。経営の多角化が必要。バナナ栽培により毎月収入を得ることが可能。労働を平準

化できる。バナナは収穫時期を自分で調節できる。そのための技術的指導は必要。

・灌漑果樹栽培予定地。スプリンクラーやドリップ灌漑使用予定。

・ロットNo.2。カルロスさん。パラナ州出身。奥さんは学校の先生。子どもは4歳と7歳。ト

ウモロコシの不耕起栽培。昨年100haで不耕起栽培。今年は140haだけ従来の栽培方法で他

は不耕起栽培。不耕起栽培はミレットに除草剤をかけて枯らすので、同じイネ科の米は問題

がある。マメ科などミレット以外のカバープラントを研究中。トウモロコシは農協に販売す

る。東北部の養鶏用の飼料として需要がある。食用も含め需要は多いが輸送コストが高い。

養豚･養鶏も将来は考えたい。精米所ができれば糠が飼料に利用できる。大豆とトウモロコシ

を輪作している。両者の収益率は昨年では同じ位だった。大豆の連作は収量が落ちるし、雑

草管理のためにも輪作が良く、総面積の3分の1で米かトウモロコシを作っている。借金の返

済は穀物の収入だけでは難しいと思う。大豆だと粗収入は450ha×50俵×16レアル、生産費

は30俵（または500レアル）／ha。2666号については興味はあるが、どのように価値修正する

のか、よくわからない。説明会を開いてほしい。

・ロットNo.33。セントラルピボットのうち12.5haでコーヒー栽培。CAMPO社もコーヒーの

試験栽培を計画している。

農家との質疑応答

農協：返済能力を高めるために道路、加工施設が必要だが、それらの投資は第三期終了には間に合

わないので、延長が必要。高金利で、債務が90万レアルから200万レアルに増えた。借金を

払うのは無理だと思う。債務額を減らしたい。債務額が正当なものかどうか、当時と現在の

大豆の価値で比較してみたら良いと思う。これは試験的事業であり、リスクがある。家族に

も不便を強いているし犠牲を払っている。

エンリケ：来週月曜の会議でどうなるかわからないが、銀行にしわ寄せがいくような方法がとら

れるのではないだろうか。延長要請の方針が出るかどうかわからない。

農協：既に、東北ブラジル銀行に融資を申請済みである。12～1月には資金が来る。延長しない

と中途で終わってしまう。
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鈴木：2666号の適用可能性について銀行は調査したか。

銀行：東北ブラジル銀行としては、国債購入費の10.37％に対する融資はしないことに決めた。農

家にも応分の負担をしてもらうということ。PRODECERに限らず、すべての農家に対して同

様。ほかの銀行も貸さないと思う。

鈴木：参加条件が整っている農家はいるか。

銀行：本店にデータを送って検討中である。

鈴木：2666号の金利を下げる可能性はあるか。

銀行：ないと思う。連邦政府の銀行なので、国家通貨審議会の方針に従う。

学校見学

　　生徒数は、今年の初めには235人だったが、季節労働者が多いので終了時は127人に減った。

全部で11教室。年長から8年生の全9学年。約20人が事業地の子ども、17人が農家の子ど

も、そのほかはこの地域の子ども。市役所が給食費を支給。入植者は学費を払っている。4人

の先生と6人の職員にはバウサス市が給与を支給。3人の先生と給食のおばさんは教会が給

料を払っている。建物は州政府が建てた。市役所から、保健所と共同の発電機が支給された。

運営費の補助は一切ない。バザーなどでお金を集めている。

保健所見学

　　昨年9月から。看護婦は2人、准看護婦は1人、医師は1か月に1回来る約束だったが、まだ来

たことはない。

EMBRAPAの試験場

　　1986年から大豆の品種改良を始めた。低緯度地帯への適応性を見ている。輪作の試験も行っ

ている。JIRCASと共同研究している。他国のドナーとしては、モンサントなどの多国籍企業

がある。

以上
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⑪調査団内打合せ

日　時：1999年 12月 10日　19:30～

場　所：ホテル

出席者：本郷専門家、石田専門家、清水専門家、吉田所員、小室事務官、調査団

主な内容：

現地調査の印象について

鈴木：ペドロ・アフォンソは恵まれた立地条件にあり、流通などインフラ面で恵まれているが、組

合の倒産、ブラジル銀行の貸し渋り、共同用水路の建設遅延など問題点があった。このうち共

同用水路については知事から前向きな発言があった。一方、ジェバウは流通などインフラ面

では不利。高金利対策として、収益力を高めるためカシューナッツから果樹に変更するなど、

努力している。

高畑：1年延長が妥当か。

上野：ピボの設置により、収益力高まる。延長期間は1年で良いか。延長した場合、また同じ問題

が発生しないように。

助川：延長しても累積債務問題、高金利問題は解決しない。

小室：追い貸しすることによって、収益があがるのか。ほかのスキームで何かできないか。延長

手続きにはどれくらい時間がかかるか。将来の話も同時並行的にしておく必要がある。

高畑：延長手続きには根回しが必要。大蔵省にも話しておく必要がある。1か月くらいか。

清水専門家：現状が債務超過の段階では、仮に延長しても融資代行機関が融資しない。2666号を

適用しないと追加融資できないので、何とか2666号を適用して債務超過の状態を解消してお

くことが、必要条件ではないだろうか。

以上
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⑫バイア州オウロヴェルデ第Ⅱ期事業地見学

日　時：1999年 12月 11日　

主な内容：

・ 元コチア農協のサイロはカーギルの所有になっている。

農家とのミーティング

・現状について、生産面では満足している。大豆、綿ではUSA以上の生産性。トウモロコシで

もUSAに近い収量。PRODECERの波及効果は高い。しかし債務問題がある。強制執行され

たのはロットNo.3のセキネさんとロットNo.10のボーケンさん。訴訟中の農家は5～6人。

銀行との話し合いの結果出ていった人は約7～8人。大豆環状線の完成により良くなった。土

地代が上がって、担保能力が増えた。1ha当たりの収益率が下がってきているので、元の土地

だけでやっている人はいない。灌漑なしだと最低1,000haいる。灌漑があれば、800ha＋ピボ

50ha。水源を求めるとしたら掘りぬき井戸。本地域〈バイア州西部〉に約500個のピボットが

あり、パパイヤ、みかん、レモン、ぶどうなどの果樹が栽培されている。

・国債方式では全員は救済されない。購入資金10.37％に銀行は融資してもいいことになってい

るので、銀行の考え次第。応募期限の3月は収穫前なので資金がない。銀行との間で債務の

再計算をすることになっているが、その方法がよくわからない。もし、応募期限が6～7月ま

で延長されて今年の収穫が良ければ、約半分の農家が2666号に参加できるのではないか。

・生産費融資をブラジル銀行から受けている人は少数で、大半はセバウ、カーギルの青田買い融

資。メジャーの進出は1985年ごろから。農協の破産（1993年）以降、メジャーから借りてい

る。メジャーは農家と個別交渉。

・農協の収入は、収穫物の取り扱い手数料（メジャー扱い以外）、種子クリーニングなどのサービ

ス提供手数料である。自前の貯蔵施設が必要だが、そのためには資本金がいる。トウモロコ

シなど5月には8レアルだったのが、今は12レアル。

・青田買いの問題点は、金利が高いこと、売却価格を決めてしまうので可能性がなくなること、

種子･肥料をローンで買うことになるので割高であること。

・事業地には、回転資金がある農家はほとんどない。

・農協組合員は73人。

32番農家からの聞き取り

＜事業地概況＞

・事業地はミモーゾ・ド・オエステ市まで120km、バヘイラス市まで180km。

・電力は州に要請しているがまだ来ていない。

・技術研究を行っているバイア財団（バヘイラス市にあり30農家で経費を負担）の理事長も勤

めている。西バイア州農民のために大豆の適性品種（大豆の品種は4万5千種存在）の研究を

行っている。エンブラッパとも連携を保っている。

・事業地のどのロッテも作付けされており耕作放棄された農地はない。
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・農地の価格は3年前と比較すると50％上がった。これは綿花の生産性が良いことが原因。

・綿花は収益が大豆の5倍良い。

・農協のサイロは、農協が解散したためフォルタレーザ銀行が差し押さえ、競売により現在は

カーギルの所有となっている。

・保留地については、各事業地ごとのほかに共同保留地もある。

・事業地への入植者は35人で現在はそのうち20戸が残っている。

＜営農状況＞

・バヘイラス市に住み週3日は事業地に来ている。

・所有面積は事業地内に2､000ha、事業地外に1､600ha、合わせて3､600ha。このうち2､400haに

作付けしほかは保留地としている。50％が綿花で50％が大豆。来年からトウモロコシ25％、

大豆25％とする予定。

・現在は、綿花と大豆を栽培。綿花の加工工場も経営している。

・労働者の雇用については、植え付け時30人、通常15人、綿花の加工工場は10人、加工の最盛

期（6か月）は50人。

・綿花の加工については、綿は繊維企業へ販売（最近は日本の東洋紡にも販売））、殻から油を搾

り、搾りカスは飼料にする。

・石灰は4～5年に1回圃場に入れる。

・最低価格保証制度では一度綿花が対象となったことがある。

・農業保険制度はない。

以上
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⑬バイア州ミモーゾ搾油工場見学

日　時：1999年 12月 11日　

場　所：バイア州　ミモーゾ　セバウ搾油工場

主な内容：

・この地域の耕地は85万ha。うち大豆畑は62万ha。この地域にサイロが61万5,000ｔ分、う

ち本工場分は30万ｔ。受入能力1万2,000ｔ／日。生産能力は3,800ｔ／日、2002年に5,000

ｔ／日に増強する。

・本工場は1992年にスタートし、過去3年間の生産量は年率10～ 15％で増加した。

・大豆油は主にブラジル東北部で販売する。

・大豆かすは国内50％、輸出50％。

・セバウはブラジル全土で16工場を有する。

以上
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⑭ JICA事務所打合せ（その3）

日　時：1999年 12月 12日　10:00～

場　所：JICA事務所

出席者：本郷専門家、石田専門家、清水専門家、蓮見所長、吉田所員、調査団

主な内容：

現地調査の印象について

鈴木：事業地の様子について、ペドロ・アフォンソはこのままだとピボができないまま終わって

しまう。1年前から変わったことは電線が張られたことと果樹栽培計画が大分仕上がってい

たことくらい。ジェバウと比べて流通などの条件は良いが、収益をあげるための投資が残っ

ている。第二期事業地は35戸中2戸が強制執行を受けた。ほとんどの農家が生き残るために

土地を買い増して規模拡大している。また、ほとんどの農家が青田買い融資を利用している。

上野：追い貸しによる債務額の増大が心配だったが、事業の進捗が計画から遅れているので収益

力を高めるために投資が必要かと感じた。国債方式について、東北ブラジル銀行が10.37％に

対する融資はできないと発言したことが気になる。延長期間は1年との発言が多いが、1年で

十分か、2～3年か、決めがたい。

助川：延長し灌漑施設を導入すれば農家の収益性が高まり返済しやすくなる。返済開始が来年の

8月に迫っているが返済できない農家が多いと思われるので、返済開始日を遅らせる必要があ

る。

蓮見：事業の積み残しがあるなかで、（1）課題を解決しながらできるだけやっていくという方向と、

（2）もう実施しないほうが良い・やめるべきという方向の議論がある。今回の調査団の目的

の一つとして、どのような材料を集めてどのような展望を組み立てていくのか、それによりブ

ラジル側から要請のあった場合、（1）の立場から（2）の立場をどう説得していくのか、が求め

られているのではないか。延長の条件についても、つめていくことはできるが他力本願の要

素が多く保証できない。すなわちリスクがあるなかで、いかに腹をくくるかという問題、ある

いは1年延長する間にどのように腹をくくるかという問題。そのもっとも極端なケースが、3

月に終了したうえで残額を全額貸し付けてしまうという方法である。農家の債務救済につい

ては、PRODECERの特例措置を求めていくのは無理であるような気がしている。むしろ、農

業債務問題全体の動きのなかで逆差別を受けないようにする方向性が現実的か。

高畑：今回、ミニッツまたは団長レターで延長の条件を確認することを考えている。

本郷：ブラジル農務省は日本側の要求に対して他省庁の権限に属することを回答できないことを

理解しておく必要がある。要求しても良いが、農務省から言質を取ることは無理。延長した

場合の日本側の懸念として、（1）追い貸しして大丈夫か、（2）正常なディスバースにつながるの

か、がある。（1）に対しては技術ペーパーで説明することは可能と思う。一方、（2）に対して

は、農務省から言質取れない。

鈴木：農水省としては、できるだけ成功する可能性を求めて事業を進めていくべきであり、延長す

べきと考える。1年以上もあり得る。基本的に農家の助かり具合を見ながらやっていく。た

だし、最初から2年とはいえない。
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蓮見：共同用水路問題など他力本願的な要素もあり、長期化する懸念がある。

上野：大使は幕引きを考えている。幕引きのための準備期間として1年延長はやむを得ないと考

えている。

蓮見：幕引きを前提に1年に限り延長するという考え方は一つのポイントである。どうまとめる

か検討し、場合によっては事業計画書も変更する必要があるのではないか。選択肢として、債

務解消を優先し国債購入費に対する融資の原資としてPRODECER資金を充てる代わりにピ

ボをあきらめることもあり得るのではないか。今後2666号の改善が実現する可能性はあると

思われるか。

本郷：難しい。応募期限の延長はあり得る。

蓮見：もし、国債購入費に対する融資の原資としてPRODECER資金を充てることが認められ資金

が足りなくなったら営農計画の変更を迫られるが、農家が了承するかどうか。

本郷：営農計画の変更はブラジル側からいわせることが必要。

高畑：国債購入費に対する融資にPRODECER資金を充てることは可能なのか。

蓮見：それは今後の検討対象であると考える。

助川：国債購入にPRODECER資金を使っても、国債購入により追加融資が可能になるのだから、

全体としては事業実施に使われたと解釈できるのではないか。

本郷：この話しは大蔵省国庫局からも出てくる可能性がある。

鈴木：事業が助かるならいいような気がする。ブラジル政府からJICAへの返済期間15年を20年

に延長してほしいという要請が出る可能性がある。

蓮見：ブラジル側の事情のために日本側が譲歩するのは理屈に合わないが、それで情況が大きく

好転するなら検討の余地はあり得るか。

本郷：以前、ブラジル側の会議で国庫局がその点について発言したことがある。

鈴木：可否については検討が必要。延長する場合は日本側にとって相当の譲歩になるのだから、そ

の分、ほかの条件（2000年 8月の返済開始の延期など）を強く迫ることができる。

本郷：2000年 8月の返済開始の延期は、2666号が適用されない場合に必要になる措置。

鈴木：2666号の適用ができる場合でも、実際には様々な農家がいるので参加できない農家もいる。

生産費融資を受けた12戸以外は銀行が拒否する可能性高い。

本郷：銀行にとっては、10.37％の原資さえあれば2666号を適用したほうが有利だと思うが。

清水専門家：論理的にはそのとおり。このままでは不良債権の山ができるのは明らかなのに、ブ

ラジル銀行が何を考えているのかよくわからない。

助川：国債購入しても、担保がないから融資を受けられない可能性もある。

蓮見：2471号に参加した人は、2666号で条件が緩和されたことにより損するのではないか。

本郷：金利については2666号の金利が適用される。

蓮見：農家は（2666号に飛びつかないで、将来の条件緩和を期待して）様子をみる可能性がある。

高畑：PRODECER資金で10.37％の融資をした場合、その金利はTJLP＋ 6％か。

本郷：わからない。

蓮見：青田買い融資を利用する道がある以上、「生産費融資が残っているから延長する」という論

理は弱くなるか。
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本郷：ならない。

高畑：延長の理由は、生産費融資と固定資産融資の両方か。

蓮見：トカンチンスの営農計画書を変えるフィージビリティはあるか。

石田：変える必要があるのか。

蓮見：延長しない場合は変えるような事態にならない。

本郷：延長して、かつ共同用水路ができない場合、ピボ灌漑なしに変えることになる。また変えた

場合、結果はどうなるのか、ということ。

清水：ピボ1基の値段と債務額の10.37％は、ほぼ同じ。

鈴木：マラニヨンでは、ピボをあきらめた分、ミニスプリンクラーを導入した。

清水：フィージブルかどうかは試算しないとわからない。

石田：最初に灌漑中心で計画をつくっているのに、いまさら変えるなどといえるのか。

蓮見：いったん、限度貸付け契約を清算（債務確定）したうえで、ブラジル側の条件が整えば別途融

資するという方法はできないか。

鈴木：経験がないので、やるとすればつくらないといけない。

高畑：共同用水路ができないと延長の理論が弱くなる。

本郷：ブラジル銀行はもともと参加したくなかった。だから、州に50％の債務保証をさせた。12

戸に生産費融資したのも日本側がうるさく言ったから。

鈴木：果樹導入により収益がどのくらい高まるかデータが欲しい。

本郷：明日の会議について、延長の話が明日出るかあさって出るかわからない。明日は次官が出

ないから。ブラジル側は日本側の質問内容を事前に承知しているので、基本的に調査団から

質問していけば良い。

蓮見：PRODECERに特例措置を今後も求めていくことは難しいとの印象。一方、次官が2666号で

は救済効果は不十分だと発言している。何か特別なことが必要だと感じているようだ。もし、

ブラジル側から延長要請があれば、懸案事項を指摘していく過程で次官から何らかの話が出

ると良いのだが。

高畑：CAMPO社への手数料支払いを要求しても良いか。

本郷：延長するしないにかかわらず、言って良いと思う。午後のブラジル銀行は担当理事に会う。

午前中の会議にブラジル銀行も来るので、意見はそこで聞ける。理事に何を申し入れるか、私

としてはナショナルプロジェクトとしての特殊性と、ペドロ・アフォンソの現況。

本郷：今年度はブラジル銀行のイニシアティブで今まで3回会議を開いてくれたことは評価でき

る。

蓮見：優良農家に対しても連帯責任で貸さないのはおかしいと言って良いのではないか。団長レ

ターを残す場合、入植農家の訴訟うんぬんは書かないほうが良い。

以上



- 84 -

⑮農務省訪問（その1）

日　時：1999年 12月 13日　9:00～

場　所：ブラジル農務省

出席者：農務省：ヒカルド補佐官、ヘンリケPPA担当官

大蔵省国庫局：2名

CAMPO社：エミリアーノ社長、アルバロ技術部長、グスタボ氏

川名書記官、本郷専門家、吉田所員、井上職員、調査団

主な内容：

高畑：調査団の目的、これまでの日程、現地調査の印象等を説明。ペドロ・アフォンソで共同用水

路が未完成であるため第三期事業の中核である灌漑の導入ができていないこと、農協の破産

によりサイロが農民に有利に使えないこと、農民からは延長要請があったこと、ジェバウ事業

地でも共同用水路建設の必要性があること、生産物に付加価値をつけるための果樹加工施設

の建設が計画されていること、電化が未了のため発電機の使用による負担が大きいこと、バル

サスまでの道路が未舗装のため輸送に不利であること、などを指摘したのち、以下の項目を質

問した。

①2666号の救済効果について

②国債購入資金10.37％に対する融資の可能性

③ペドロ・アフォンソ事業地の共同用水路の完成見込み

④1999/2000農年度の生産費融資の現状と今後の見通し

⑤ジェバウ事業地の共同用水路建設の可能性

⑥ジェバウ事業地の電化の見込み

⑦3月27日までの貸付け計画と、現在大蔵省に残留している資金額

⑧CAMPO社への手数料の支払い

ヒカルド：①について、2666号はこれまでの一連の債務救済策の延長。これまでPRODECERは対

象外だったが、農務省はブラジル国会農業委員会においてPRODECERを対象とすることに成

功した。農務省次官のイニシアティブで、これまで5回関係機関と会議した結果である。第

二期の農家の債務状況は多様化している。一部農家は銀行が損害をかぶった。一部農家は裁

判以外に取り得る方法がない。それら両端の間にある多くの農家のための救済策を探してき

た。第二期は事業が終了して10数年が経過し農家の借金の元はPRODECER資金以外のもの

が多い。そのためPRODECERのためだけに特別な措置を講ずることが連邦政府にとって難

しい状況である。先週の会議で発表されたCAMPO社のシミュレーションによれば、2666号

は一部の農家を救済する効果はあるが、微調整が必要である。同会議の場で一部の銀行から

そのような発言があった。第三期については、債務の構成から見れば適用はもっと簡単だと

思う。第三期は融資時期も最近だし、この間、経済政策の大きな変更はなかったから。つまり

債務構成が単純だから。しかし、第三期についても、同会議で銀行から「微調整が必要ではな

いか」と心配する発言があった。同会議の議事録は、既に次官から大臣にわたされていると思
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う。会議の結果を受けて（2666号の微調整を）大蔵省に要請するかどうかは最終的には農務大

臣の権限である。明日、次官から微調整の件について話しがあると思う。私の意見としては、

2666号は銀行に適用を許可しているのであって強要しているものではないということ。②に

ついては、10.37％の国債購入費に対する融資の可能性は、銀行と農家との間で様々な問題が生

じているなかで新たに融資をするのは難しいと考える。融資代行機関は、預金の一部を農業

融資に回す義務を負っていないので、メリットがない。10.37％を融資できる可能性を入れた

だけでも大きな前進である。理論的にはPRODECERの資金で融資する可能性を残したこと

になる。もちろん法的な検討が必要だし日本側の了解も得る必要がある。

鈴木：10.37％の融資をしないと、ほとんどの農家は自己資金を準備できないと思うが、どのように

見ているか。

ヒカルド：そのとおりだと思う。応募期限の延長は現実性がある。

鈴木：銀行が微調整が必要といった内容は何か。

ヒカルド：債務の再計算を新しい条件でする必要がある。支払い期間をさらに延ばす必要がある。

金利を下げる必要がある。と言ったこと。

鈴木：再計算の新しい条件とは何か。

ヒカルド：合成金利との2者択一及び遡及期間のこと。

グスタボ：1998年3月以前に遡及することは認められていないが、契約開始時まで遡及すると25

～ 30％債務が削減される。

鈴木：支払い期間をさらに延ばすというのは、20年をさらに延ばすということか。

ヒカルド：PRODECERの返済期間はもともと15年だった。

鈴木：微調整すれば、融資代行機関は2666号を適用するつもりか。

ヒカルド：農務省は銀行を強力に説得するが、義務付けることはできない。ただし、銀行にとって

も、実施可能なオプションがありながら強制執行することはできない。

鈴木：民間銀行は預金の一定割合を農業融資に回す義務がある。東北伯銀行は開発銀行なので、そ

の義務がないがブラジル銀行は義務があるということは、ブラジル銀行のほうが2666号の適

用可能性高いということか。

大蔵省：すべての商業銀行はその義務があるが、その枠はすべて使用されているでしょう。開発

銀行は一般預金を受けていないのでその義務はない。

エミリアーノ：10.37％を農業融資枠にカウントすることは2666号で禁止されている。

鈴木：債務構成から見て、第二期より第三期のほうが適用しやすいという根拠は何か。

エミリアーノ：第二期はいろいろな資金源から借りている。第三期は、債務のほとんどが

PRODECER資金である。

鈴木：債務の再計算の可能性はあるか。

ヒカルド：自分では判断できない。明日、次官から聞けるかもしれない。

大蔵省：強調しておきたいのは、2666号で下げた金利2％は国庫が負担しているということ。例

えば金利8％が選択されたとき、農家は6％だけ払い、2％は国庫が払う。

鈴木：支払い期間を延ばすというのは何の支払い期間か。

ブラジル側：ブラジル政府はJICAに15年で返済するのに、2666号では20年で返済するが、それ
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で良いかどうかという疑問点が未解決のまま残っている。

鈴木：2000年 8月の返済開始が延期される可能性はあるか。

ヒカルド：可能性はある。今まで話し合ったことはないが、制度的にできない話ではない。

高畑：2666号の適用も返済開始の延期もないと、債務不履行が発生してしまう。避けるべき。

ヒカルド：我々も、その方向で努力している。

エミリアーノ：共同用水路については、両州政府に重要性を説明し動機づけをしてきた。州政府

の義務は、教育、保健、輸送、通信であり、R/Dのなかで共同用水路の責任が明確ではなかった。

両州政府は善意を持って対処しているが、連邦政府の資金に頼らざるを得ない。両州政府と

地方統合省との交渉がうまくいくことを期待している。明日の会議でも調査団から強く言っ

てほしい。ジェバウの道路と電力はマラニヨン州政府の義務である。CAMPO社と農務省は

早急な実施をマラニヨン州政府に訴え続けてきた。

ヒカルド：個人的には、何もないところで事業を始めてだんだん整ってきているのを日本側も見

てきたのではないか。時間の問題と思う。

高畑：第二期事業地で大豆環状線の開通により生活が楽になり将来の希望が持てたとの入植農家

の声があった。ジェバウはバルサスから200kmも離れているので早く舗装してほしい。マラ

ニヨン州政府のカブラオ長官は舗装計画はないと言っていた。電化も途中まで終わっている

が、その先はいつになるかわからないと言っている。できるだけ支援してほしい。ペドロ・ア

フォンソの共同用水路についても、ピボの導入により農家の収入は3倍増えるとの試算もあ

る。農家の経営安定のためにも早く実施してほしい。

鈴木：ペドロ・アフォンソの共同用水路建設費83万レアルは、州政府に配布されたか。

エミリアーノ：まだ。

鈴木：83万レアル以外にいくら必要か。

エミリアーノ：398万 4,000レアル。

鈴木：その金額は地方統合省の予算に計上されているか。

エミリアーノ：まだ。明日はっきりわかるのではないか。

ヒカルド：2000年の予算書にプロジェクト名は項目として載っているが、金額はわからない。5～

6か月前に担当部局が変わったばかり。

鈴木：ジェバウのマイクロスプリンクラー灌漑用の共同用水路建設費はどうか。

エミリアーノ：それも明日の会議でわかるだろう。

ヘンリケ：カブラオ長官によれば、今年50万レアルの予算がある。

高畑：1999/2000農年度の生産費融資について、ブラジル銀行は12戸分のみ決定し19戸分は検討

中とのことだが、検討状況を知りたい。

大蔵省：ブラジル銀行がすべて融資していないことは知っているが、国庫局には情報がない。

エミリアーノ：その件に関し、これまでブラジル銀行が会議を3回開いた。12月16日に4回目の

会議が開かれる。

高畑：現時点では、12戸のみ承認されたのか。

エミリアーノ：そう。

ヒカルド：⑦について、残留している資金額は国庫局が調べて回答する。
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ヘンリケ：第三期事業の2農協が1年延長をCAMPO社に要請した。CAMPO社は農務省に延長要

請書を提出したが、それに融資計画が添付されている。延長に関する農務省の正式な態度表

明は明日の時間との会議で。技術担当部局は以下の2点で延長が重要であると考える。（1）灌

漑、永年作物栽培など収益を向上させる重要な投資を行うため。（2）延長と同時並行でポスト

プロデセールの交渉ができる。ポストプロデセールはセラード農業に国際競争力をつけるも

のであり、生産、加工、販売（流通）を一体で行う。

ヒカルド：CAMPO社への手数料支払いについて、農務省として今年度全額支払わなかったのは、

国会で50％カットされたから。連邦政府の政策によりすべての省に対してとられた措置であ

る。

エミリアーノ：これについては、あらゆる手段を講じて要求してきた。CAMPO社の権利だから。

農業省関係公社への補助金カットは良いが、CAMPO社手数料は日伯の協定で決められたも

の。今年度だけでなく、1986～1990年度にも支払われるべき差額があることが、農務省の会

計監査がCAMPO社に入ったときに指摘された。その差額の50％は受け取った。残り50％も

受け取る権利がある。

ヒカルド：カットされた分が支出できないということではない。修正予算などにより支出するこ

とは可能。

鈴木：修正案はいつか。

ヒカルド：農務省内部の予算のやりくりで支出することは可能。

高畑：本事業におけるCAMPO社の役割は大きい。合理化にも努力しており、ぜひ手数料の支払

いをお願いしたい。

ヒカルド：JICA所長と次官との間で、本件が話題になった際に、次官は次官自ら本件を担当すると

回答した。農務省のコンタクトパーソンについて質問されたときにも、次官に直接話すよう

に回答した。支払いの最終決定権は次官にある。明日の会議で、調査団から次官に申し入れ

たらどうか。

高畑：第三期事業が3月に契約終了するが、事業としてはこれからが本番であり、関係者の協力を

お願いしたい。特に農務省は、インフラ整備について、州政府にハイレベルで働きかけてほし

い。コーディネーターとして関係機関との調整をしてほしい。大蔵省には、農家が必要なと

きに必要な資金を受け取れるようブラジル銀行に対し強く行政指導してほしい（ペドロ・ア

フォンソで生産費融資を受け取れず農家が苦しんだようなことが起きないように）。

ヒカルド：地方統合省に対しハイレベルでコンタクトする。

大蔵省：ブラジル銀行に対し国庫局から働きかける。ブラジル銀行は政府系銀行だが、政府の銀

行ではない。彼らもリスクを負っており自分で決定する権利はある。我々は要請できるが命

令権はない。

以上
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⑯ブラジル銀行訪問

日　時：1999年 12月 13日　14:30～

場　所：ブラジル銀行

出席者：ヒカルド・コンセイソン理事、ロベルト・トレス農業融資担当部長ほか1名

農務省：ヒカルド補佐官、ヘンリケPPA担当官

CAMPO社：エミリアーノ社長、アルバロ技術部長、グスタボ氏

本郷専門家、清水専門家、吉田所員、井上職員、調査団

主な内容：

高畑：試験的事業としてのリスクがあるなかで融資代行機関として協力してきたことに感謝する。

トカンチンス州知事も本事業を高く評価していた。本調査団の目的説明、団員紹介、現地調査

の印象を報告。2666号の救済効果と国債購入費10.37％に対する融資の可能性について質問。

理事：2666号の問題点として、一つめは返済期間が20年であるため国庫局からJICAへの返済期

間15年との差が生じること。これについては両者の話し合いにより解決されると思う。第二

点は、ブラジル銀行と国庫局との間で返済契約を結んでいるので、2666号を適用した場合に新

たに契約し直す必要があり、金利、価値修正についても適切なものとする必要があり、金利、価

値修正についても適切なものとする必要があること。第三点として、現在トカンチンス州政

府が50％の債務保証をしているが、2666号の適用後、このリスク分担を継続するのか、そのた

めの上院の承認が必要か、現在わからない。また、10.37％の財源についてブラジル銀行として

はPROECER資金に求めたい。また、PRODECERの一部農家は債務超過状態にあり担保が不

十分なので新規融資は難しい見込み。しかし、ブラジル銀行としては何とかして融資の道を

探りたいと考える。いろいろ問題があるが、本事業の現状から判断して、今2666号を適用し

たほうが、将来もっと大きな問題が起きるのを防げると思う。

高畑：今後、共同用水路が完成してピボが導入されれば農家の収益は3倍になると試算されてい

る。ブラジル銀行とブラジル政府が共同で問題解決にあたってほしい。国債購入費の融資財

源にPRIDECER資金を使っても良いかわからない。ブラジル政府からはそのような要請はな

いが、技術的な検討をしたい。国債購入費の融資財源をPRODECER資金に求めるということ

は、シミュレーション結果が良くなかったということか。

理事：10.37％の融資財源はない。マーケットから調達すると金利が高く、フィージビリティがな

い。債務超過状態にある現在、2666号を適用しないと第二期と同じ状態になってしまう。

高畑：シミュレーションで何戸救済できるか調べたか。

理事：40戸中、6戸については適用が非常に困難な状態にある。推定で70～75％に適用可能では

ないだろうか。

高畑：利子の軽減についてはどうか。

理事：もともと8～10％だったのを国庫の負担で2％下げている。現在の利率は適切とは断言で

きないが、2666号の適用により農家の経営が飛躍的に良くなる。

鈴木：価値修正率についてはどうか。

理事：価値修正は国の経済状態により決められる。昔のようにインフレが戻ることはない。
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鈴木：国債購入費の融資財源として、通常の農業融資の枠内でできないか。

理事：商業銀行は預金の25％を農業融資とすることが義務づけられているが、10.37％は農業融資

として認められていないので、法的な承認が必要。

鈴木：トカンチンス州による50％の債務保証については、農家の金利支払いを保証するというこ

とか。また、上院が承認すれば解決する問題なのか。

理事：金利支払いの保証である。上院の承認については、法的な問題である。現契約の変更なの

で。

高畑：1998/1999の生産費融資が間に合わなかったが。

理事：農家の支払能力と担保能力の問題。我々もブラジル国内の規定を遵守する必要がある。他

方、多くの農家がメジャーと契約していることも障害となった。今年度の12戸は規定内で

あった。

高畑：12戸以外も前向きに検討中と聞いているが、どうか。

理事：何人か出せない人もいるが、ほかはトカンチンス州の地方統括局で検討中。

エミリアーノ：本件については、12月 16日に関係者間で会議がある。

鈴木：2666号が適用されたあとも、トカンチンス州が50％の債務保証をする方向か。

理事：そう。

高畑：本事業は灌漑を柱にしているが予算上の問題により共同用水路の建設が遅れている。共同

用水路建設費の一部84万レアルは予算手当てできたので年内にも工事を開始したいとしてい

る。銀行としてはピボ導入に対して融資可能か。

理事：2666号を適用すれば融資の可能性は高くなる。

高畑：来年3月に終わる時点では2666号の適用はされていないと思うが、ピボ導入の融資は可能

か。

理事：ケースバイケース

ヒカルド：来年3月まででは短かすぎる。延長が必要。

鈴木：TJLPの今後の見とおしは。

理事：下がる傾向にある。

高畑：PRODECERはブラジル側にとっては多数のうちの一つのプロジェクトだが、JICAにとって

は最大規模のプロジェクト。JICAの融資の金利が2.75％と低利なのは日本国民の友好の証で

ある。ブラジル銀行のこれまでの努力を評価するとともに、諸問題の解決に農務省･大蔵省と

ともにハイレベルであたってほしい。農家が高金利で倒れると、日本国内の問題にもなる。最

大限の努力を希望する。

理事：本事業の実施のために努力していきたい。

以上
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⑰ JICA事務所打合せ（その4）

日　時：1999年 12月 13日　16:15～

場　所：JICA事務所

出席者：蓮見所長、本郷専門家、清水専門家、吉田所員、井上職員、調査団

主な内容：

ブラジル銀行との協議結果

・ブラジル銀行は2666号に強い関心を持っており適用したいと思っているが、以下の問題があ

る。国債購入資金の融資財源、トカンチンス州の債務保証、農家の担保不足、金利が高いこと。

2666号を適用しないと問題が出てくることも、適用すれば救われる農家がいることも承知し

ているが、率先して動かない。なぜなら、大蔵省との関係が悪いことと、2666号は政府主導で

決めた制度だから。ほかの銀行も、それほど積極的ではない。

・2471号に参加した人も2666号が発効すれば金利は下がる。

・ヒカルドが次官に提案した内容（すなわち農務省技術部局の問題意識）

2666号の金利を2％にするべき。

金利の2者択一できる期間を遡及するべき

以上
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⑱農務省訪問（その2）

日　時：1999年 12月 14日　10:00～

場　所：農務省

出席者：農務省次官、ヒカルド補佐官、ヘンリケPPA担当官

CAMPO社：エミリアーノ社長

川名書記官、本郷専門家、吉田所員、井上職員、調査団

主な内容：

次官：調査団来伯に先立って関係機関と会議を開き、過去の問題点、現在の実施状況、将来の方向

について話し合ってきた。PRODCERはセラード開発に大きな利益をもたらしたと認識。一

方長年にわたり積み重なってきた問題を解決しなければならない。第三期では灌漑施設の遅

れが事業進捗の遅れをもたらした。2666号については、農務省が中心となって財政当局との

交渉の結果、PRODECER事業を対象に含めることができた。農家と銀行との間で融資に関す

る問題が常に発生していることを心配している。銀行とともに現状を改善していきたいと考

えている。特に国債購入費については、多くの農家が自己資金を持っていない。同時に毎年

の金利負担も困難である。銀行と話し合った結果、国債購入費の融資について銀行と話し合っ

たが具体的な案が出てこなかったので、国庫局と話し合っている。その結果、PRODECER資

金を活用するという案も出てきている。もちろん決定されたものではなく日本も検討してい

ないと思う。この案をつくり上げるために大蔵省と話し合いを続けている。各種懸案事項に

つき日本側の意見を聞きたい。

高畑：団員紹介、現地調査の感想。農家は大変な状況の中元気に活動している。本事業は効果を

あげている。CAMPO社の現地職員、農家ともに積極的に活動している。波及効果も確認でき

た。2666号にRODECERが含まれたのは、ブラジル側が本事業を評価していることの証だと

思う。また、更なる改善措置を検討していることを感謝する。国債購入費の原資を

PRODECER資金に求めることについては、まだ検討していないので持ちかえりたい。共同用

水路の建設など、関係機関がそれぞれの責任を果たしていくことが農家を救済する方法だと

思う。農家の収益は毎年増加していることを見てきた。もう少し融資を続けることが求めら

れる。

次官：銀行は、10.37％の融資は難しいと言っている。また金利の低減と累積債務額の再計算も必

要だと言っている。今日、マラニヨン州に修正予算130万レアルが交付されている。その対

象にPRODECER事業地（農村電化分）が入っているか確認してほしい。

エミリアーノ：了解した。2666号については、解決を図るため、農務省次官のイニシアティブで関

係者と先週会議を開き、本格的な検討を行った。

次官：2666号では、銀行から国庫局に20年で返済するのに対し、国庫局から日本には15年（据置

期間後）で返済することになっている。このギャップについて、場合によっては日本にL/A償

還期間の延長を要請することになるかもしれない。インフラ整備の問題は、関係省庁と話し

合って解決できると思う。債務救済が大きな課題である。事業の延長については、大蔵省国
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庫局らと検討中。適切な時期に日本に出す。

エミリアーノ：追い貸しを懸念する人がいるが間違っている。事業地では、灌漑施設の有無によ

り差がある。農家の収益率を向上させるため、更なる投資が必要。インフラ整備については、

大臣と次官の協力があれば短期間で可能と思う。灌漑担当部局が変わったため、体制が整う

のに時間がかかっている。

次官：灌漑を担当する地方統合省の大臣とは友人関係にあり話しがしやすい。

ヘンリケ：調査団と事業地視察に行く前は事業の延長に疑問を持っていたが、今はまったく疑問

はない。新たな投資により農家の支払能力を高めることができる。農家の間に灌漑施設の有

無について不公平があるのも良くない。また、ブラジル銀行担当理事は国債購入資金の原資

を市場に求めると金利が高くなるのでPRODECER資金に求めたいと発言した。延長しなけ

れば、その選択肢は無くなってしまう。さらに、延長期間中にポストプロデセールについて日

伯間で話しができる。

次官：ポストプロデセールをやる場合、ブラジルの経済事情はこれまでとは相当違ってくるでしょ

う。今はインフレも収まり、金利も低下傾向にある。憲法基金の見直しなど、低金利を必要と

する農家のために固定金利の採用などいろいろな案が考えられている。穀物価格もこれから

よくなるだろう。ポストプロデセールのために良い環境になりつつある。

ヘンリケ：CAMPO社の筒井副社長から、ポストプロデセールの案として民間主導によるインフ

ラ、加工施設、販売などにより国際競争力をつけるという案が出されている。

次官：面白い考えである。ブラジルは、新しい国家のインフラ基軸を基に投資していこうとして

いる。農家は生産する一方で販売を良く知らないので、農家を教育することも大事。

ヒカルド：PRODECERは重要だが、それ以外にもJICA、JBICでいろいろな活動をしていくことが

重要。新しい案件として、マラニヨン州の大豆環状道路のマスタープラン作成やトカンチン

ス州北部の農業開発調査がある。重要なものとしてエンブラッパに対する研究協力を再開し

たいと考えている。

高畑：延長の可能性を検討されているとのことだが、もし要請する場合には、契約期限まで時間が

ないことを強調したい。延長する場合に考えてほしいことは、共同用水路を始めとするイン

フラが整わないと農家は更なる融資を受けられないこと、生産費融資などについても銀行に

よる貸し渋りがあれば意味がないこと、そして効果的な債務救済策がなければ銀行も貸付け

できないので更なる追加措置の検討を継続してほしい。また、延長いかにかかわらずCAMPO

社は重要である。同社の経営は融資監督手数料によっているので、手数料の支払いをお願い

する。これら3点は、延長要請がでた場合、日本側で議論になる点である。最後に、農務省は

本事業に対し大きな努力を払ってきた。今後も、次官が中心となって主体的に指導権を持っ

て関係機関との調整を行ってほしい。

次官：延長を早く決めなければいけないことは理解している。関係機関との会議を通して解決策

を見つけていきたい。CAMPO社の融資監督手数料について、私は7月に就任して以来、常に

そのことを心配しているし、今会計年度中に解決したいと思っている。本日午後予定されて

いる地方統合省との会議の結果を聞きたい。私も、同省大臣に電話する。

以上
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⑲地方統合省訪問

日　時：1999年 12月 14日　15:00～

場　所：地方統合省

出席者：地方統合省水利インフラ局部長ほか1名、

農務省次官、ヒカルド補佐官、ヘンリケPPA担当官

CAMPO社：エミリアーノ社長、アルバロ技術部長

本郷専門家、石田専門家、吉田所員、井上職員、調査団

主な内容：

部長：本省は7月にできたばかり。灌漑は環境省の担当だったが、水利インフラの工事部門が移

管された。水資源管理は、そのまま環境省水資源局が担当している。アバンサブラジルでリ

ストアップされた365プロジェクトのうち10プロジェクトが本省の管轄。うち3プロジェク

トが本局の管轄。トカンチンス州ペドロ・アフォンソのプロジェクトの総経費は、472万8,000

レアル（連邦資金と州の資金との合計）。予算は以下のとおり。

1997年度： 74万 4,150レアル

1998年度： 84万レアル（未執行のため今年度に繰越、再繰越は不可）

1999年度： 75万レアル（1998年度分が執行されないと使えない）

2000年度： 9万レアル

2001年度： 9万4,860レアル

2002年度： 10万 800レアル

2003年度： 13万 1,871レアル

1998年度の84万レアルは、3月31日を越えたので、執行するためには大統領府の決済が必要。

決済は大統領府にあげてあるが、承認されるかどうかはわからない。今年度の予算は昨年度

から繰り越された84万レアルが執行されないと使えない。ただし、書類的な手続きは進めて

もかまわない。計画が順調に進めば、翌年の計画額より多く支出することは可能。政治的な

影響を強く受ける。

高畑：今年度内に使いきらないといけないのか。

部長：今年度内に交付されないといけない。実際の支出は州と協定を結べば良い。

高畑：交付される可能性はどれくらいか。

部長：他にも同じような案件がたくさんある。

高畑：現在、PRODECER事業の延長が検討されている。共同用水路の建設はとても重要な要素で

あり、本予算が交付されないなら延長する意味がなくなってしまう。可能性について率直な

意見を聞きたい。

部長：自分にはわからない。言えることは、局長はこのプログラムを継続する意味はあると言っ

ている。つまり優先的に扱っているということ。

高畑：マラニヨン州の50万レアルはいつ交付されるか。

部長：予算に計上されていても圧力かけないと動かない。局長も決められない。決めるのは大臣。
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農務次官が大臣に電話したように圧力かけるのが効果的。

石田：1998年度の84万レアルが執行されないと今年度の75万レアルはどうなるのか。

部長：来年度に繰り越される。

石田：1998年度の84万レアルが執行されない場合、プロジェクト総額からその分減額されるのか。

部長：総額は変わらない。

石田：2000～2003年度の予算が少なく、工事がいつ終わるかわからない。農家は入植してしまっ

ているので、早く終わらせるように予算をつけてほしい。

部長：本省ができたときには、予算は組まれていた。今年度予算は1,200万レアルだったのを大臣

が非常に努力して1億1,200万レアルまで増やした。来年度は5億800万レアル。予算獲得の

ためには、州が圧力かけて動き回らないといけない。

本郷：1999年度のトカンチンス州全体の灌漑予算は。

部長：400万レアル。

以上
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